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告 示
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�愛媛県告示第１１３１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、次の

とおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 組合の名称

内山衛生事務組合

２ 組合の事務所の位置

喜多郡内子町平岡甲１６８番地

３ 組合の解散年月日

平成２６年３月３１日

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成１５年愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１１３２号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

（貸付限度額並びに償還の期間及び方法）

第２条 省略

２ 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表のとおりとする。

（貸付限度額並びに償還の期間及び方法）

第２条 省略

２ 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表のとおりとする。

貸付金の区分 償還期間 据置期間 貸付金の区分 償還期間 据置期間

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 森林の間伐等の実施の促進に関す

る特別措置法（平成２０年法律第３２

号）第１１条第１項に規定する資金

１２年以内 ５年以内

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

３ 省略

（県貸付金の貸付けの手続等）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 第１条第２項の貸付けに係る資金（以下「県貸付金」とい

う。）の償還期間は、１６年（４年（森林の間伐等の実施の促進に

関する特別措置法第１１条第１項、農商工等連携促進法第１３条第２

項又は六次産業化法第１０条第２項に規定する資金に係る県貸付金

にあっては、６年）以内の据置期間を含む。）以内とする。

５～９ 省略

３ 省略

（県貸付金の貸付けの手続等）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 第１条第２項の貸付けに係る資金（以下「県貸付金」とい

う。）の償還期間は、１６年（４年（

農商工等連携促進法第１３条第２

項又は六次産業化法第１０条第２項に規定する資金に係る県貸付金

にあっては、６年）以内の据置期間を含む。）以内とする。

５～９ 省略

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方
の氏名及び住所

随意契約に係
る契約金額 入札公告日 随意契約にした理由

愛媛県武道館柔道用床転換
システムの製造（改修）

愛媛県企画振興部
地域振興局文化・
スポーツ振興課
愛媛県松山市一番
町４丁目４番地２

平成２５年８月２０日

フジタス工業株式
会社
愛知県名古屋市南
区豊三丁目５番１７
号

４２，２１０，０００円 平成２５年６月２８日 地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号の規定による。

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号
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�愛媛県告示第１１３３号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存

続期間を更新する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

から同林班界を北東に進

み、ベツソ山三角点（２６

６．２メートル）を経て、

農道を横切り、通称茶畑

谷に出て、同谷を下流に

進み、伊予市と伊予郡砥

部町との境界に至り、こ

こから国有林３３林班西端

に至る直線を北に進み、

同端に至り、ここから同

林班界を北東ないし南西

に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

るとともに、自然

とのふれあいの

場、環境教育・学

習の場として活用

を図る。

皿ヶ嶺

三坂峠

鳥獣保

護区

松山市と上浮穴郡久万

高原町との境界と国道３３

号との交点を起点とし、

ここから同境界をほぼ北

東に進み、引地山三角点

（１，０２６．８メートル）に

至る。ここから国有林と

民有林との境界を南東な

いし北東に進み、国有林

３０林班と国有林２９林班と

の境界に至る。ここから

同境界を南東に進み、同

町と東温市との境界に至

り、ここから同境界を南

東に進み、国有林２９林班

と国有林３９林班と国有林

４０林班との境界の交点に

至る。ここから国有林３９

林班と国有林４０林班との

境界を南東に進み、国有

林と民有林との境界に至

る。ここから同境界をほ

ぼ南西に進み、同林班ろ

小班と同林班る小班との

境界に至り、ここから同

境界を北に進み、皿ヶ嶺

連峰県立自然公園界に至

る。ここから同公園界を

北西ないし南西に進み、

同国道に出て、同国道を

北西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上 当該区域は、皿

ヶ嶺連峰県立自然

公園内に位置し、

広葉樹林と針葉樹

林など林相の変化

に富む地域であ

り、多様な鳥獣が

生息していること

から、鳥獣保護区

に指定し、当該区

域に生息する鳥獣

の保護を図る。ま

た、定期的な巡視

等により、静穏な

環境の保持を図

り、鳥獣の安定的

な生息に著しい影

響を及ぼすことの

ないように留意す

るとともに、自然

とのふれあいの

場、環境教育・学

習の場として活用

を図る。

笠方鳥

獣保護

区

上浮穴郡久万高原町笠

方の面河ダムえん堤右岸

側を起点とし、面河ダム

右岸管理道をほぼ西に進

み、県道落合久万線との

交点に至る。ここから同

県道をほぼ北に進み、国

同 上 当該区域は、皿

ヶ嶺連峰県立自然

公園内に位置する

面河ダムを囲む地

域であり、カモ類

等水鳥をはじめ、

ノウサギ、タヌ

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

黒瀬ダ

ム鳥獣

保護区

西条市黒瀬の黒瀬ダム

えん堤北端を起点とし、

ここから同えん堤を南に

進み、市道大保木５号線

に出て、同市道を西ない

し南東に進み、雨乞谷橋

北側で雨乞谷川に出る。

ここから同川右岸を上流

に進み、三角点（４３０．７
りょう

メートル）に至る稜線と

の交点に至る。 ここか
りょう

ら同稜線をほぼ南西ない

し西に進み、同三角点に
りょう

至り、更に同稜線を南な

いし北西に進み、同市道

に出て、同市道を北西に

進み、柳瀬橋南端に至る。

ここから同ダムの満水時

の貯水線に沿って、加茂

川上流に進み、同貯水線

南端で同川を横切り、県

道西条久万線に出て、同

県道をほぼ北に進み、上

の原を経て、更に同県道

を東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

平成２５年

１１月１日

から平成

３５年１０月

３１日まで

当該区域は、落

葉広葉樹が多く、

多様な鳥獣が生息

するとともに、県

内有数のカモ類の

飛来地である黒瀬

ダムがあることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該区域

に生息する鳥獣の

保護を図る。ま

た、定期的な巡視

により、鳥獣の安

定的な生息に著し

い影響を及ぼす行

為がないよう留意

するとともに、自

然とのふれあいの

場、環境教育の場

として活用を図

る。

谷上山

鳥獣保

護区

国有林３３林班南端を起

点とし、ここから山道を

ほぼ南西に進み、国有林

３５林班南端を経て、更に

同山道をほぼ北西に進み、

宝珠寺山門に通じる山道

との交点に至り、ここか

ら同山道を南西ないし北

に進み、同山門で市道谷

上山線に出る。ここから

同市道をほぼ北西に進み、

伊予市谷上山公園第二展

望台手前で市道谷上大谷

線との交点に至り、ここ

から同市道を北東に進み、

下三谷に通じる山道との

交点に至り、ここから同

山道を北東に進み、国有

林３４林班界に至り、ここ

同 上 当該区域は、皿

ヶ嶺連峰県立自然

公園内に位置し、

広葉樹林と針葉樹

林など林相の変化

に富む地域であ

り、多様な鳥獣が

生息していること

から、鳥獣保護区

に指定し、当該区

域に生息する鳥獣

の保護を図る。ま

た、定期的な巡視

等により、静穏な

環境の保持を図

り、鳥獣の安定的

な生息に著しい影

響を及ぼすことの

ないように留意す
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道４９４号に出る。ここか

ら同国道を東ないし南に

進み、面河ダム左岸管理

道との交点に至る。ここ

から同管理道をほぼ南に
ずい

進み、妙松隧道出口（放

水口）に至る。ここから

同ダムの満水位水面と森

林との境界をほぼ南に進

み、面河ダムえん堤を経

て、起点に至る線に囲ま

れた区域

キ、リス等多様な

鳥獣が生息してい

ることから、鳥獣

保護区に指定し、

当該区域に生息す

る鳥獣の保護を図

る。また、鳥獣保

護員等による定期

的な巡視を通じ

て、静謐な環境の

保持を図り、鳥獣

の安定的な生息に

著しい影響を及ぼ

すことのないよう

に留意するととも

に、自然とのふれ

あいの場、環境教

育の場として活用

を図る。

白滝鳥

獣保護

区

大洲市長浜町白滝の市

道加世山崎線と市道加屋

須合田線との交点を起点

とし、ここから同市道を

北西に進み、市道小野長

尾線との交点に至る。こ

こから白滝サイレン（塔）

とを結ぶ直線を北東に進

み、同塔に至り、ここか

らＮＨＫ長浜テレビ中継

放送所に至る直線を北東

に進み、市道大戸山線に

出る。ここから同市道を

北東に進み、市道大平線

との交点に至る。ここか

ら同市道を北東に進み、

特別高圧送電線長浜線と

の交点に至り、ここから

同送電線の１３鉄塔に至る

直線を南東に進み、林道

滝上長尾線との交点に至

る。ここから同林道をほ

ぼ南に進み、同町と旧大

洲市との境界に至り、こ

こから同境界を南西ない

し南に進み、肱川森林計

画区中３３林班９０小班と同

林班９１小班との境界東端

に至り、ここから同林班

９１、９３、１７、８８、１５、１４、

１３及び２２の各小班に接し

た市道滝川線と市道加世

山崎線との交点に至る山

道を南ないし西に進み、

同 上 当該区域は、中

心を流れる滝川の

下流に滝と紅葉の

名所として知られ

る「白滝公園」、

上流に２つのため

池を有し、これら

の周辺には様々な

林相の自然林や人

工林が分布し、鳥

獣に好適な生活環

境を提供してお

り、サンショウク

イやコノハズクな

どの絶滅危惧種も

多数確認されると

ともに、身近な鳥

獣生息地として、

観光、自然観察、

環境教育等に利用

されていることか

ら、当該区域を鳥

獣保護区に指定

し、静穏な自然環

境を保持する。ま

た、定期的な巡

視、指導等によ

り、鳥獣の保護を

図る。

なお、鳥獣保護

区の指定が有害鳥

獣対策の支障とな

らないよう留意す

る。

同交点に至る。ここから

同市道を西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

小田深

山鳥獣

保護区

喜多郡内子町内の国有

林５６から６４までの各林班

及び民有林肱川森林計画

区中の小田町４４３林班の

区域

同 上 当該区域は、内

子町東端の小田深

山国有林を主体と

した森林地帯であ

り、区域中心を流

れる黒川の渓流沿

いなどには老齢ブ

ナ林など貴重な原

生的森林が残存し

ており、その一部

は四国カルスト県

立自然公園に指定

され、区域内には

森林や渓流で生活

する鳥獣が生息し

ており、サンショ

ウクイやクマタカ

など絶滅危惧種も

多数確認されると

ともに、豊かな自

然を求めて訪れる

県民も多いことか

ら、当該区域を鳥

獣保護区に指定

し、静穏な自然環

境を保持する。ま

た、定期的な巡

視、指導等によ

り、鳥獣の保護を

図る。

なお、鳥獣保護

区の指定が有害鳥

獣保護対策の支障

とならないよう留

意するとともに、

有害鳥獣捕獲の適

切な実施に係る指

導を行う。

多田鳥

獣保護

区

西予市宇和町東多田の

八幡神社鳥居を起点とし、

県道伊延東多田線を約１０

０メートル西に進み、市

道多田地区５４号線との交

点に至り、ここから同市

道を約３００メートル北に

進み、市道多田地区５３号

線との交点に至り、ここ

から同市道を約２００メー

トル北東に進み、同市道

終点において私設林道と

同 上 当該区域は、多

様な鳥獣が生息し

ていることから、

鳥獣保護区に指定

し、当該区域に生

息する鳥獣の保護

を図る。また、自

然とのふれあいや

鳥獣の観察及び保

護活動を通じた環

境教育の場として

活用を図るととも
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�愛媛県告示第１１３４号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指定する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 区 域 存続期間

関川休猟

区

新居浜市と四国中央市との境界と国

道１１号との交点を起点とし、ここから

同国道を北東に進み、上野地区で熊谷

大橋西端で関川に出て、同川左岸を上

流に進み、五良津林道の境谷橋北端に

至り、ここから住友林業株式会社所有

林の防火帯北側を北東ないし東に進み、

熊鷹山（１，０９８メートル）に至る。こ

こから旧宇摩郡関川村と旧同郡土居町

との境界を南に進み、エビラ山三角点

（１，６３５．９メートル）で四国中央市と

新居浜市との境界に至る。ここから同

境界を西に進み、物住頭（１，６３４．３メ

ートル）を経て、更に同境界をほぼ北

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

平成２５年１１

月１日から

平成２８年１０

月３１日まで

寒川山休

猟区

四国中央市富郷町の県道上猿田三島

線と県道高知伊予三島線との交点を起

点とし、ここから同県道をほぼ北東に

進み、国道３１９号に出て、同国道を北

ないしほぼ東に進み、小川橋東端で上

小川に出る。ここから同川右岸を上流

に進み、佐々連鉱山跡を経て、更に同

岸を上流に進み、民有林と国有林との

境界に至る。ここから同境界を西ない

し南東に進み、愛媛県と高知県との境

界に至る。ここから同境界をほぼ南に
ずい

進み、白髭隧道で県道上猿田三島線に

出て、同県道をほぼ西に進み、上猿田

を経て、更に同県道をほぼ北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

保土野休

猟区

新居浜市と四国中央市土居町と四国

中央市富郷町との境界の交点を起点と

し、ここから新居浜市と四国中央市富

郷町との境界をほぼ南に進み、銅山川

に出る。ここから同川左岸を上流に進

み、新居浜市の成、小美野及び保土野

の各地区を経て、更に同川左岸を上流

に進み、床鍋谷川との合流点に至る。

ここから同川左岸及びこれに続く谷を

上流に進み、権現越で新居浜市と四国

中央市土居町との境界に至り、ここか

ら同境界をほぼ東に進み、エビラ山三

角点（１，６３５．９メートル）及び二ツ岳

三角点（１，６４７．３メートル）を経て、

更に同境界をほぼ東に進み、起点に至

同 上

の交点に至る。ここから

同林道を約７０メートル北

東に進み、谷との交点に

至り、ここから同谷を南
りょう

東に進み、稜線を経て、

市道多田地区２０号線に出

る。ここから同市道を約

４５０メートルほぼ南に進

み、県道伊延東多田線に

出て、同県道を約１００メ

ートル西に進み、起点に

至る線に囲まれた区域の

うち、農耕地及び住宅地

を除いた区域

に、定期的な巡視

により、静穏な環

境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生

息に著しい影響を

及ぼすことのない

よう留意する。

須賀川

ダム鳥

獣保護

区

宇和島市柿原の須賀川

ダムえん堤南端を起点と

し、ここから同えん堤を

北に進み、市道須賀川ダ

ム循環線に出て、同ダム

の常時満水位の貯水線に

沿って同市道を周回し、

国道３２０号に出る。ここ

から同国道をほぼ西に進

み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上 当該区域は、カ

モ類を中心とした

渡り鳥の重要な飛

来地であることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該区域

を利用する渡り鳥

の保護を図る。ま

た、定期的な巡視

により、環境の保

持を図るととも

に、鳥獣の安定的

な生息に著しい影

響を及ぼすことの

ないよう留意する

とともに、自然と

のふれあいの場、

環境教育・学習の

場として活用を図

る。

滑床成

川鳥獣

保護区

宇和島市並びに北宇和

郡鬼北町及び松野町所在

の国有林２０５３から２０５８ま

での各林班、２０６１から２０

７２までの各林班、２０７６林

班並びに２０７７林班に、に

－２、に－３、に－４及

びはの各小班の区域

同 上 当該区域は林相

の変化に富み、多

様な鳥獣が生息し

ていることから鳥

獣保護区に指定

し、当該区域に生

息する鳥獣の保護

を図る。また、定

期的な巡視によ

り、静穏な環境の

保持を図り、鳥獣

の安定的な生息に

著しい影響を及ぼ

すことのないよう

留意するととも

に、自然とのふれ

あいの場、環境教

育・学習の場とし

て活用を図る。
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る線に囲まれた区域

郷山阿島

休猟区

新居浜市阿島の県道壬生川新居浜野

田線の荷内橋東端を起点とし、ここか

ら阿島川右岸を下流に進み、海岸線に

出て、その海岸線を東に進み、同市と

四国中央市との境界に至る。ここから

同境界をほぼ南西に進み、阿島長野鳥

獣保護区界に至る。ここから同区界を

西ないし南西に進み、国道１１号に出る。

ここから同国道を西に進み、国領大橋

東端で国領川に出て、同川右岸を下流

に進み、城下橋東端で県道多喜浜泉川

線との交点に至る。ここから同県道を

北東に進み、県道壬生川新居浜野田線

との交点に至り、ここから同県道を東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

（東田特定猟具使用禁止区域を含む。）

同 上

早川休猟

区

西条市大町の国道１１号の加茂川橋東

端を起点とし、ここから同国道をほぼ

北東に進み、同市と新居浜市との境界

に至り、ここから同境界をほぼ南に進

み、ジョウシウネ三角点（１，３８１．８メ

ートル）に至り、ここから市之川に至

る谷を北西に進み、同川に出て、同川

右岸を下流に進み、丸野地区及び白目

地区を経て、更に同川右岸を下流に進

み、木挽原地区で加茂川との合流点に

至り、ここから同川右岸を下流に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

楠窪休猟

区

西条市丹原町志川の中山川と志河川

との合流点を起点とし、ここから同川

左岸を上流に進み、天流三ヶ森橋南端

で市道小谷線との交点に至り、ここか

ら同市道をほぼ南に進み、余野地区に

通じる山道との交点に至り、ここから

同山道を南に進み、余野谷に至り、こ

こから同谷をほぼ西に進み、鞍瀬川に

出て、同川右岸を下流に進み、中山川

との合流点に至り、ここから同川右岸

を下流に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

木浦休猟

区

今治市伯方町叶浦の国道３１７号（自

動車専用道路に指定していない路線に

限る。）と市道北浦叶浦線との交点を

起点とし、同市道を宝殿山に向かって

進み、市道寺山線との交点に至る。こ

こから同市道を南西に進み、市道富計

の池線との交点に至り、ここから同市

道を東に進み、市道叶浦越線との交点

に至り、ここから同市道を東に進み、

市道国道堀田奥線との交点に至る。こ

こから同市道を東に進み、市道国道北

同 上

浦越線との交点に至り、ここから同市

道を北に進み、市道北浦有津線との交

点に至る。ここから同市道を西に進み、

市道北浦叶浦線との交点に至る。ここ

から同市道を北東に進み、市道古江山

田線との交点に至り、ここから同市道

を北東ないし東に進み、通称入川に出

る。ここから同川右岸を下流に進み、

養殖場北端の海岸線に出て、その海岸

線をほぼ東に進み、金ヶ崎、矢里頭崎

及び松ヶ鼻を経て、更にその海岸線を

西ないし北に進み、神田川河口に至る。

ここから同川左岸を上流に進み、同国

道との交点に至り、ここから同国道を

ほぼ北に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

赤穂根島

休猟区

越智郡上島町赤穂根島のうち、赤穂

根島の全域

同 上

米野休猟

区

松山市大井野町の林道音田線と国道

３１７号との交点を起点とし、ここから

同国道をほぼ北ないし北東に進み、林

道高為線との交点に至り、ここから同

林道を北西に進み、北三方ヶ森に通じ
りょう

る稜線に向かう山道に至り、ここから
りょう

同山道を北に進み、同稜線で同市と今

治市との境界に至る。ここから同境界

を南東に進み、伊之子山三角点（８７２．

４メートル）を経て、更に同境界を南

東ないし南に進み、松山市と今治市と

東温市との境界の交点に至り、ここか

ら松山市と東温市との境界をほぼ南西

に進み、明神ヶ森三角点（１，２１６．９メ

ートル）を経て、更に同境界を南西に

約１，５００メートル進み、林道音田線に

続く谷に至り、ここから同谷をほぼ北

に進み、同林道に至り、ここから同林

道を北西に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

本谷休猟

区

松山市片山の国道１９６号と市道河野

五明線との交点を起点とし、ここから

同市道を東ないし南東に進み、同市牛

谷の天満宮前で山道との交点に至り、

ここから同山道をほぼ南ないし東に進

み、幸次が峠で旧松山市と旧北条市と

の境界に至る。ここから同境界をほぼ

南ないしほぼ西に進み、県道平田北条

線に出て、同県道をほぼ北ないしほぼ

東に進み、同国道に出て、ここから同

国道をほぼ北に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

黒岩岳休

猟区

伊予市中山町中山の国道５６号と県道

串中山線との交点を起点として、ここ

同 上
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から同県道をほぼ南西ないし北西に進

み、柚之木上組集落に至る山道との交

点に至る。ここから同山道を北西に進

み、同集落で林道柚之木線に続く山道

との交点に至り、同山道を北西に進み、

同林道に出て、ほぼ北西ないし南西に

進み、松山自動車道の側道との交点に

至る。ここから同側道を南西に進み、

林道柿ノ木谷線との交点に至り、ここ

から同林道を南ないし西に進み、県道

串中山線に出る。ここから同県道をほ

ぼ南西に進み、伊予市と喜多郡内子町

との境界に至り、ここから同境界をほ

ぼ北に進み、旧伊予郡双海町と旧同郡

中山町と喜多郡内子町との境界の交点

に至る。ここから旧双海町と旧中山町

との境界をほぼ東ないしほぼ北東に進

み、国道５６号に出て、同国道をほぼ南

東に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

影之浦休

猟区

伊予市と伊予郡砥部町との境界と県

道中山砥部線との交点を起点とし、同

境界をほぼ南西に進み、県道久万中山

線に出て、同県道をほぼ北西に進み、

県道中山砥部線との交点に至る。ここ

から同県道を北東ないし北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

北方休猟

区

東温市北方の国道１１号と重信川左岸

との交点を起点とし、ここから同川左

岸を上流に進み、三島神社前で標高点
りょう

（５９９メートル）に通じる稜線に至り、
りょう

ここから同稜線を北東ないし南東ない

しほぼ北に進み、同標高点を経て、更
りょう

に稜線をほぼ東に進み、ヨソ山の川上

三角点（９２７．９メートル）に通じる山

道との交点に至る。ここから同山道を

ほぼ北東に進み、同三角点を経て、更

に同山道を北東に進み、仏生川に通じ

る山道との交点に至り、ここから同山

道をほぼ南に進み、四国電力送電線

（重信線）下に至る。ここから同送電

線下をほぼ北西に進み、小渋谷に至り、

ここから同谷を南西に進み、林道松瀬

川小渋線に至る。ここから同林道をほ

ぼ南西に進み、町道原線に出て、同町

道をほぼ南西に進み、町道西組鳥ノ子

線との交点に至る。ここから同町道を

ほぼ西に進み、渋谷川に出て、同川右

岸を下流に進み、県道松山川内線との

交点に至り、ここから同県道を北西な

いし西に進み、国道１１号に出て、同国

道をほぼ北西に進み、起点に至る線に

同 上

囲まれた区域

河之内休

猟区

東温市則之内の国道１１号と県道湯谷

口川内線との交点を起点とし、ここか

ら同県道を北東に進み、本谷川との交

点に至り、ここから同川左岸を上流に

進み、仏生川との合流点に至り、ここ

から同川左岸を上流に進み、県道湯谷

口川内線との交点に至る。ここから同

県道を北東に進み、市道添谷相ノ谷線

との交点に至り、ここから同市道を北

東に進み、市道桧皮峠線との交点に至

る。ここから同市道をほぼ南東に進み、

市道一ヶ谷土谷線との交点に至り、こ

こから同市道を東に進み、国道１１号に

出る。ここから同国道を北東ないし北

西に進み、同市と西条市との境界に至

り、ここから同境界をほぼ南東ないし

南に進み、県道皿ヶ嶺公園滑川線との

交点に至る。ここから同県道をほぼ南

東ないし南に進み、市道伊之曽線との

交点に至り、ここから同市道を南西に

進み、伊之曽部落で音田部落に通じる

山道との交点に至る。ここから同山道

をほぼ西に進み、市道谷奥線との交点

に至り、ここから同市道をほぼ西に進

み、国道４９４号に出る。ここから同国

道を北西に進み、国道１１号との交点に

至り、ここから同国道をほぼ西に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大角蔵休

猟区

伊予郡砥部町三角の町道麻生三角線

と国道３３号との交点を起点とし、ここ

から同国道をほぼ南に進み、国道３７９

号との交点に至り、ここから同国道を

南に進み、県道大平砥部線との交点に

至る。ここから同県道をほぼ南西に進

み、同町と伊予市との境界に至り、こ

こから同境界をほぼ北西に進み、谷上

山鳥獣保護区界との交点に至る。ここ

から同区界をほぼ北東に進み、同町と

同市の境界に至り、ここから同境界を

北ないし北東に進み、田ノ浦特定猟具

使用禁止区域界との交点に至る。ここ

から町道八倉田の浦線に通じる山道を

ほぼ東に進み、同町道に出て、同町道

を南に進み、町道重光田の浦線との交

点に至る。ここから同町道を北東ない

し南東に進み、町道田の浦川井線との

交点に至り、ここから同町道を南に進

み、町道川井・三角麻生線との交点に

至る。ここから同町道をほぼ北東に進

み、町道麻生三角線との交点に至り、

ここから同町道を北東に進み、起点に

同 上
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至る線に囲まれた区域

大川休猟

区

上浮穴郡久万高原町中黒岩の国道３３

号と県道柳谷美川線との交点を起点と

し、ここから同県道をほぼ南に進み、

本組を経て、更に同県道をほぼ南西に

進み、大谷を経て、更に同県道をほぼ

西に進み、美川スキー場特定猟具使用

禁止区域界に至り、ここから同区域界

をほぼ北西ないし西に進み、御山三角

点（１，１６０．９メートル）を経て、更に

同区域界をほぼ南に進み、旧同郡美川

村と旧同郡柳谷村との境界に至る。こ

こから同境界を南西に進み、大川嶺三

角点（１，５２５．０メートル）で久万高原

町と喜多郡内子町との境界に至り、こ

こから同境界をほぼ北西に進み、狼ヶ

城山三角点（１，３７９．６メートル）を経

て、更に同境界を南西ないしほぼ北西

に進み、旧美川村と旧同郡久万町と旧

同郡小田町との境界の交点に至る。こ

こから久万高原町大川と同町露峰との

境界をほぼ北東に進み、同国道に出て、

同国道をほぼ東に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

東川休猟

区

上浮穴郡久万高原町東川の国道４９４

号と県道西条久万線との交点を起点と

し、ここから同県道を西ないし北に進

み、同町直瀬と同町七鳥との境界に至

り、ここから同境界を北東に進み、同

町直瀬と同町七鳥と同町本組との境界

の交点に至り、ここから旧同郡面河村

と旧同郡美川村との境界を東に進み、

四辻ノ森三角点（１，２０１．３メートル）

を経て、更に同境界をほぼ東に進み、

三光ノ辻山三角点（１，２１５．３メートル）

で愛媛県と高知県との境界に至り、こ
ずい

こから同境界を南に進み、境野隧道で

同国道に出て、同国道を西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

中津休猟

区

愛媛県と高知県との境界と国道３３号

との交点を起点とし、ここから同国道

を西ないし北に進み、上浮穴郡久万高

原町中津と同町日野浦との境界に至り、

ここから同境界を北ないし東に進み、

中津明神山三角点（１，５４０．６メートル）

で愛媛県と高知県との境界に至り、こ

こから同境界を南東ないし南に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大洲予子

林休猟区

大洲市肱川町予子林の市道ダム河辺

線と県道小田河辺大洲線との交点を起

点とし、ここから同県道をほぼ北東に

進み、同県道と旧喜多郡肱川町と旧同

同 上

郡河辺村との境界の最も東の交点に至

る。ここから同境界をほぼ南に進み、

峰峠を経て、更に同境界をほぼ東に進

み、大洲市と西予市との境界に至る。

ここから同境界をほぼ南西に進み、市

道藤之原汗嵐線に出る。ここから同市

道をほぼ北に進み、市道康甲堂藤之原

線との交点に至り、ここから同市道を

ほぼ北東に進み、県道肱川公園線に出

て、同県道をほぼ北西に進み、市道公

園清水橋線との交点に至り、ここから

同市道を北西に進み、市道ダム河辺線

との交点に至り、ここから同市道を南

東ないし北西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

神南山休

猟区

大洲市新谷の県道菅田五郎停車場線

と国道５６号との交点を起点とし、ここ

から同国道を東に進み、県道鳥首五十

崎線との交点に至る。ここから同県道

をほぼ南に進み、大川橋西端で国道１９

７号に出て、同国道を西ないし北西に

進み、市道除家土手線との交点に至り、

ここから同市道を南西に進み、市道根

太山道環線との交点に至り、ここから

同市道を南西ないし北に進み、同国道

に出る。ここから同国道をほぼ東に進

み、県道菅田五郎停車場線との交点に

至り、ここから同県道を北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

長浜東休

猟区

大洲市と伊予市との境界と国道３７８

号との交点を起点とし、同境界を南東

に進み、旧喜多郡長浜町と旧大洲市と

の境界に至る。ここから同境界を南な

いし西に進み、白滝鳥獣保護区界に至

り、同区界を北西ないし南西ないし南

東ないし北東に進み、再び同境界に至

る。ここから同境界をほぼ南西に進み、

県道大洲長浜線に出て、同県道を北西

に進み、同国道に出る。ここから同国

道を北東に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

論田休猟

区

喜多郡内子町の県道内子双海線と国

道５６号との交点を起点とし、ここから

同国道をほぼ南に進み、旧喜多郡内子

町と旧同郡五十崎町との境界に至る。

ここから同境界をほぼ南西に進み、旧

内子町と旧五十崎町と大洲市との境界

の交点に至り、ここから内子町と同市

との境界をほぼ北に進み、同町と同市

と伊予市との境界の交点に至る。ここ

から内子町と伊予市との境界を北東に

進み、県道串中山線に出て、同県道を

同 上
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南東に進み、県道内子双海線との交点

に至る。ここから同県道をほぼ南に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

柾小屋休

猟区

喜多郡内子町と上浮穴郡久万高原町

と西予市との境界の交点を起点とし、

ここから内子町と西予市との境界をほ

ぼ西ないし北西に進み、小田深山鳥獣

保護区界に至る。ここから同区界を北

東に進み、妙見森三角点（１，３２５．０メ

ートル）を経て、更に同区界をほぼ北

東に進み、淵首で黒川に出て、ここか

ら同川左岸を下流に進み、内子町と久

万高原町との境界に至る。ここから同

境界を南に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

伊方休猟

区

西宇和郡伊方町湊浦の伊方大川河口

の妙見橋北端を起点とし、ここから海

岸線をほぼ南西に進み、女子岬を経て、

更にその海岸線を北西ないし南西に進

み、同町二見と同町三机との境界に至

る。ここから同境界を北に進み、海岸

線に出る。ここからその海岸線を北東

に進み、町道伊方越臨港線の終点に至

り、ここから同町道を南に進み、県道

鳥井喜木津線に出て、同県道を東に進

み、再び町道伊方越臨港線との交点に

至る。ここから同町道をほぼ東に進み、

再び県道鳥井喜木津線に出て、同県道

を南西に進み、町道湊浦伊方越線との

交点に至る。ここから同町道をほぼ東

に進み、国道１９７号に出て、同国道を

東に進み、伊方大川橋北端で伊方大川

に出る。ここから同川右岸を下流に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

烏殿休猟

区

西予市宇和町卯之町の県道鳥坂宇和

線と国道５６号との交点を起点とし、こ

こから同国道を北に進み、同町久保で

同県道との交点に至り、ここから同県

道をほぼ東ないし南に進み、起点に至

る線に囲まれた区域のうち、卯之町鳥

獣保護区及び関地池特定猟具使用禁止

区域の区域を除いた区域

同 上

大判山休

猟区

西予市野村町鳥鹿野橋東端を起点と

し、ここから市道（野）鳥鹿野線を南

に進み、国道４４１号に出て、同国道を

ほぼ南東に進み、市道（野）鮎返河西

線との交点に至る。ここから同市道を

西ないしほぼ南に進み、市道（野）出

合河西線との交点に至り、ここから同

市道を南東に進み、県道宇和野村線に

出て、同県道を南西に進み、同町と同

市宇和町との境界に至る。ここから同

同 上

境界を北西ないし北に進み、大野山三

角点（７９６．６メートル）を経て、更に

同境界を約４００メートル北に進み、林

道藤ヶ成線に至る谷に至り、ここから

同谷を南東に進み、市道（野）籠谷線

を横断し、同林道に出て、同林道を南

東に進み、市道（野）寺谷線に出て、

同市道を南東に進み、市道（野）寺谷

梶原橋詰線との交点に至り、ここから

同市道を南東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

雨包・窪

野休猟区

西予市城川町窪野の市道（城）程野

線と県道城川梼原線との交点を起点と

し、ここから同県道をほぼ北に進み、

県道大茅辰ノ口線との交点に至り、こ

こから同県道をほぼ北に進み、林道雨

包線との交点に至る。ここから同林道

をほぼ北西に進み、同町と同市野村町

との境界に至り、ここから同境界を北

東に進み、愛媛県と高知県との境界に

至り、ここから同境界をほぼ南に進み、

三角点（９２９．０メートル）に至る。こ

こから林道大規模上高地線の起点に通
りょう

じる稜線を南西に進み、同林道に出て、

同林道を西に進み、同林道終点に至る。
りょう

ここから稜線をほぼ西に進み、林道熊

の谷線に出て、同林道を西ないし北に

進み、市道（城）程野線に出て、同市

道を西ないし北に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

成川休猟

区

北宇和郡鬼北町と同郡松野町との境

界とＪＲ四国予土線との交点を起点と

し、ここから同境界をほぼ南西ないし

南に進み、三角点（４０２．８メートル）

を経て、更に同境界を南西に進み、郭

公岳三角点（１，０１０．１メートル）で鬼

北町と松野町と宇和島市との境界の交

点に至る。ここから鬼北町と同市との

境界を西ないし南西に進み、梅ヶ成峠

を経て、更に同境界を北西ないし北に

進み、国道３２０号に出る。ここから同

国道をほぼ東に進み、水分、中組及び

下組の各部落を経て、更に同国道を東

に進み、同線との交点に至る。ここか

ら同線を南東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域のうち、滑床成川鳥獣保

護区並びに国有林２０５１林班及び２０５２林

班の区域を除いた区域（鬼北総合公園

特定猟具使用禁止区域を含む。）

同 上

日向谷・

富母里

北宇和郡鬼北町父野川の県道下鍵山・

松野線と国道３２０号との交点を起点と

し、ここから同国道をほぼ北東に進み、

同 上
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愛媛県知事 中 村 時 広

国道１９７号との交点に至る。ここから

同国道を北東に進み、愛媛県と高知県

との境界に至り、ここから同境界を南

に進み、高研山三角点（１，０５５．３メー

トル）に至る。ここから更に同境界を

南東に進み、通称チョウゴウネで節安

部落に通じる山道との交点に至り、こ

こから谷沿いに同山道を南西に進み、

同部落で県道節安・下鍵山線に出る。

ここから同県道をほぼ南西に進み、屋

敷部落及び大村部落を経て、更に同県

道を西に進み、宮成部落を経て、更に

同県道を北西に進み、野々谷部落を経

て、更に同県道を南に進み、上川口部

落を経て、更に同県道を西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

中川休猟

区

南宇和郡愛南町満倉の忽川と国道５６

号との交点の新満倉橋東端を起点とし、

ここから同国道をほぼ東ないしほぼ北
ずい

東に進み、一本松隧道を経て、愛媛県

と高知県との境界に至る。ここから同

境界をほぼ南に進み、松尾峠を経て、

更に同境界を西に進み、旧同郡一本松

町と旧同郡城辺町との境界に至り、こ

こから同境界を西に進み、中玉峠を経

て、更に同境界を北に進み、通称ネバ

山三角点（２３３．８メートル）を経て、

更に同境界を北西に進み、旧一本松町

の坪浜部落で同川に出て、同川左岸を

上流に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

全域

西条市地内の楠窪休猟区の

全域

同 上 同 上

今治市地内の木浦休猟区の

全域

同 上 同 上

越智郡上島町地内の赤穂根

島休猟区の全域

同 上 同 上

松山市地内の米野休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の本谷休猟区の

全域

同 上 同 上

伊予市地内の黒岩岳休猟区

の全域

同 上 同 上

伊予市地内の影之浦休猟区

の全域

同 上 同 上

東温市地内の北方休猟区の

全域

同 上 同 上

東温市地内の河之内休猟区

の全域

同 上 同 上

伊予郡砥部町地内の大角蔵

休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

大川休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

東川休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

中津休猟区の全域

同 上 同 上

大洲市地内の大洲予子林休

猟区の全域

同 上 同 上

大洲市地内の神南山休猟区

の全域

同 上 同 上

大洲市地内の長浜東休猟区

の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の論田休

猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の柾小屋

休猟区の全域

同 上 同 上

西宇和郡伊方町地内の伊方

休猟区の全域

同 上 同 上

西予市地内の烏殿休猟区の

全域

同 上 同 上

西予市地内の大判山休猟区

の全域

同 上 同 上

西予市地内の雨包・窪野休

猟区の全域

同 上 同 上

北宇和郡鬼北町地内の成川

休猟区の全域

同 上 同 上

北宇和郡鬼北町地内の日向 同 上 同 上

区 域 存続期間
捕獲等をするこ
とができる特定
鳥獣の種類

四国中央市地内の関川休猟

区の全域

平成２５年１１月

１日から平成

２８年１０月３１日

まで

イノシシ、ニホン

ジカ

四国中央市地内の寒川山休

猟区の全域

同 上 同 上

新居浜市地内の保土野休猟

区の全域

同 上 同 上

新居浜市地内の郷山阿島休

猟区の全域

同 上 同 上

西条市地内の早川休猟区の 同 上 同 上

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８２４
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�愛媛県告示第１１３６号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を

指定する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

谷・富母里休猟区の全域

南宇和郡愛南町地内の中川

休猟区の全域

同 上 同 上

る。ここからその海岸線を西に進み、

尾の崎を経て、更にその海岸線を北な

いし北東に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

高浜特

定猟具

使用禁

止区域

松山市高浜六丁目の県道松山港内宮

線の高浜保育園正門前を起点とし、こ

こから同県道をほぼ北に進み、高浜公

園を経て、更に同県道を北東に約２００

メートル進み、農道との交点に至り、

ここから同農道を東に約１００メートル

進み、最初の分岐点に至り、ここから

同農道分岐線を南東に約１００メートル

進み、二番目の分岐点に至り、ここか

ら同農道分岐線を南東に進み、同農道

終点に至る。ここから標高点（５０．０メ

ートル）に至る直線をほぼ南に進み、

同標高点に至り、ここから山道を南西

に進み、農道に出る。ここから起点に

至る直線を南西に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上 同 上

砥部川

下流・

通谷池

特定猟

具使用

禁止区

域

伊予郡砥部町高尾田の重信大橋南端

を起点とし、ここから重信川左岸を上

流に進み、県道久谷森松停車場線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ南

に進み、町道高尾田宮内線との交点に

至る。ここから同町道をほぼ南ないし

ほぼ南西に進み、愛媛県総合運動公園

入口に至り、ここから同公園への進入

路を北東ないしほぼ東に進み、同町と

松山市との境界に至り、ここから同境

界を南西ないし南東に進み、えひめこ

どもの城の管理道との交点に至る。こ

こから同管理道をほぼ南西に進み、町

道通り谷東付き線との交点に至り、こ

こから同町道をほぼ南西に進み、町道

宮内久谷線との交点に至る。ここから

同町道を南ないし西に進み、国道３３号

に出て、同国道を北に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

同 上 同 上

大洲青

年の家

特定猟

具使用

禁止区

域

大洲市大洲の国道５６号と県道大洲保

内線との交点を起点とし、ここから同

国道をほぼ南に進み、市道黒木野佐来

線との交点に至り、ここから同市道を

西に進み、沙那王神社に至る。ここか
りょう

ら標高点（２２６メートル）に至る稜線

を西に進み、同標高点に至り、ここか
りょう

ら稜線を北に進み、市道下山辺５号線

に通じる山道に出て、同山道及びこれ

に通じる同市道を北東に進み、同県道

に出る。ここから同県道をほぼ東に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上 同 上

名 称 区 域 存続期間
禁止に係る
特定猟具の
種類

関川上

特定猟

具使用

禁止区

域

四国中央市土居町畑野の関川大橋南

端の市道土居高曽根線と市道畑野旧国

道線と市道阿島道線との交点を起点と

し、ここから同市道並びにこれに続く

農道を北西に進み、関川右岸堤防に至

る。ここから同川右岸を上流に進み、

高曽根橋南端に至り、ここから同橋を

北に進み、同橋北端で同川に出て、こ

こから同川左岸を下流に進み、関川大

橋北端に至り、ここから同橋を南に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

平成２５年

１１月１日

から平成

３５年１０月

３１日まで

銃 器

寺尾池

特定猟

具使用

禁止区

域

西条市丹原町寺尾甲７６８区域一円 同 上 同 上

鈍川特

定猟具

禁止区

域

今治市玉川町鈍川の市道木地川本線

と通称シシオチ谷筋との交点を起点と

し、ここから同市道を南東に進み、湯

の花橋を経て、更に同市道を約５００メ

ートル南に進み、鋪巻橋の手前で水源

の森橋に至る遊歩道松林の道との交点

に至り、ここから同遊歩道を東ないし

南に進み、同橋に至り、ここから同橋

を渡り、同市道に出て、同市道をほぼ

西に進み、鋪巻橋でふれあい橋に至る

遊歩道うつぎの道との交点に至り、同

遊歩道をほぼ北に進み、同橋西橋で通

称カケ谷筋に出て、同谷筋左岸を上流

に進み、林道カケ谷線と遊歩道やまぶ

きの道との交点に至る。ここから同遊

歩道をほぼ北に進み、市道シシオチ線

を横断し通称シシオチ谷筋に出て、同

谷筋右岸を下流に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上 同 上

イナズ

ミ特定

猟具禁

止区域

今治市大三島町宗方の県道大三島環

状線と市道浜条線との交点を起点とし、

ここから同県道をほぼ南に進み、関前

村鳥獣保護区界との交点で海岸線に出

同 上 同 上

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８２５
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�愛媛県告示第１１３７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

くろみつクリニック 今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 医療法人 くろみつクリニック
腎臓に関する医療
（育成医療・更生
医療）

平成２５年
１０月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

薬局 日本メディカル 東温市樋口字前川甲１３３７番地１ 日本メディカルシステム株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２５年
１０月１日

レデイ薬局 大洲長浜店 大洲市長浜甲４４８番地１ 株式会社 レデイ薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２５年
１０月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社さがわ 株式会社さがわ 愛媛県伊予郡砥部町宮内８５９番地 平成２５年９月１日 福祉用具貸与

株式会社さがわ 株式会社さがわ 愛媛県伊予郡砥部町宮内８５９番地 平成２５年９月１日 特定福祉用具販売

サポートエヒメ株式会社 ヘルパーステーション太陽がいっぱい。愛媛県伊予郡松前町大字上高柳５７５番地３ 平成２５年９月１日 訪問介護

株式会社サンサンツリー 茶話本舗デイサービスさくらい 愛媛県今治市郷桜井二丁目７番２０号 平成２５年９月１日 通所介護

社団法人全国社会保険協会連合会 宇和島社会保険病院 愛媛県宇和島市賀古町二丁目１番３７号 平成２５年９月１日 訪問リハビリテー
ション

株式会社ライフサポート海 デイサービスセンター海 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲１９３１番
地 平成２５年９月１日 通所介護

株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番
２８号 平成２５年９月１日 福祉用具貸与

株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番
２８号 平成２５年９月１日 特定福祉用具販売

合同会社桃花 ヘルパーステーション桃花 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目１１－
１０ドミールシバタ１０１号 平成２５年９月１日 訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター登道 愛媛県西条市大町１５７２番２－２ 平成２５年９月１日 訪問介護

有限会社エンジェルファミリー 茶話本舗デイサービス皆の蜜柑 愛媛県四国中央市妻鳥町１５５６番１ 平成２５年９月１日 通所介護

特定非営利活動法人倫理生活指導セン
ター 倫理生活指導センター大洲 愛媛県大洲市常磐町８１番地１ 平成２５年９月６日 訪問介護

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８２６
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�愛媛県告示第１１４０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社ワードアイ おかげさん 愛媛県今治市玉川町別所甲９３番３ 平成２５年９月１日 居宅介護支援

合同会社ゆうあ 指定居宅介護支援事業所ゆうあ 愛媛県新居浜市松神子四丁目２番２３号 平成２５年９月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社さがわ 株式会社さがわ 愛媛県伊予郡砥部町宮内８５９番地 平成２５年９月１日 介護予防福祉用具
貸与

株式会社さがわ 株式会社さがわ 愛媛県伊予郡砥部町宮内８５９番地 平成２５年９月１日 特定介護予防福祉
用具販売

サポートエヒメ株式会社 ヘルパーステーション太陽がいっぱい。愛媛県伊予郡松前町大字上高柳５７５番地３ 平成２５年９月１日 介護予防訪問介護

社団法人全国社会保険協会連合会 宇和島社会保険病院 愛媛県宇和島市賀古町二丁目１番３７号 平成２５年９月１日 介護予防訪問リハ
ビリテーション

株式会社ライフサポート海 デイサービスセンター海 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲１９３１番
地 平成２５年９月１日 介護予防通所介護

株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番
２８号 平成２５年９月１日 介護予防福祉用具

貸与

株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番
２８号 平成２５年９月１日 特定介護予防福祉

用具販売

合同会社桃花 ヘルパーステーション桃花 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目１１－
１０ドミールシバタ１０１号 平成２５年９月１日 介護予防訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター登道 愛媛県西条市大町１５７２番２－２ 平成２５年９月１日 介護予防訪問介護

特定非営利活動法人倫理生活指導セン
ター 倫理生活指導センター大洲 愛媛県大洲市常磐町８１番地１ 平成２５年９月６日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アリックス アリックス指定訪問介護事業所 愛媛県宇和島市朝日町四丁目６番５号 平成２５年９月３０日 訪問介護

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８２７
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�愛媛県告示第１１４５号
仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境調査を次のとおり実施す

るので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条

第２項の規定により告示する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境の実態把握及び今後の

労働施策検討のための基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

常用労働者が５人以上の県内民間事業所（平成２４年経済センサ

ス－活動調査）

３ 報告を求める事項

� 事業所の概要に関すること。

� 企業としての意識に関すること。

� 育児休業制度及び労働者の育児に対する援助に関すること。

� 介護休業制度及び労働者の家族の介護に対する援助に関する

こと。

� 子の看護のための休暇に関すること。

� 要介護状態にある家族の介護のための休暇に関すること。

� 配偶者出産休暇制度に関すること。

� 両立支援のために行政に期待すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

平成２５年１０月１日（火）

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出された２，０００事業所の

事業主

６ 報告を求めるために用いる方法

郵送配布及び郵送回収によるアンケート調査

７ 報告を求める期間

平成２５年１１月１１日（月）から同年１２月１１日（水）まで

�������
�愛媛県告示第１１４６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町嘉喜尾２５２２、２５２５の１、２５２６から２５２９まで、３１８６

から３１８８まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町嘉喜尾２５２２・２５２５の１・２５２６・２５２８・２５２９・３１８８

（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１４７号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字菅行４７２７の２、４７２７の３、４７２９の２、

４７８１の２から４７８１の４まで、４７８６の２、４７８８、４７８９の２、４８０１の

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社ユニット・ワン 居宅介護支援事業所ユニット・ワン 愛媛県伊予市灘町３０２番地１ 平成２５年９月１９日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アリックス アリックス指定訪問介護事業所 愛媛県宇和島市朝日町四丁目６番５号 平成２５年９月３０日 介護予防訪問介護

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８２８
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２、４８０１の４から４８０１の６まで、４８０２の２、４８０２の３

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１１４８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の６６、３４４の１０３、３４４の１０５、

３４４の１０６

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１５０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２５年１０月１８日

波止浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

今治市小浦町一丁目丁４４８番１９から同４４８番２７までの地先公

有水面

イ 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線並びに８点と

１点を結ぶ平成２３年の春分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．９３メ

ートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市小浦町二丁目戊２０番８内の国土地理院「小浦」

三等三角点）は、北緯３４度０６分４７．１３９７秒、東経１３２度５８分３４

．０１４１秒の地点

１点は、基点から真北２５８度２１分００秒、３７２．１０メートルの

地点

２点は、１点から真北２６２度２５分４８秒、２０．５５メートルの地

点

３点は、２点から真北３５２度２５分４８秒、８．４３メートルの地

点

４点は、３点から真北２６２度２５分３８秒、１４．２５メートルの地

点

５点は、４点から真北３５２度２５分３４秒、３２．２８メートルの地

点

６点は、５点から真北８２度２５分３４秒、４６．５０メートルの地

点

７点は、６点から真北３５２度２５分２６秒、２３．９８メートルの地

点

８点は、７点から真北８１度１６分３６秒、２９．７６メートルの地

点

ウ 面積

２，０３７．５３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

今治市小浦町一丁目丁４４８番１９から同４４８番２６までの地先公

有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＨ点までを順次直線で結んだ線及びＨ点とＡ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（今治市小浦町二丁目戊２０番８内の国土地理院「小浦」

三等三角点）は、北緯３４度０６分４７．１３９７秒、東経１３２度５８分３４

．０１４１秒の地点

Ａ点は、基点から真北２５１度２９分５４秒、２９７．５９メートルの

地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２６２度１６分００秒、５６．６９メートルの地

点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２６１度１５分４２秒、１７３．８９メートルの

�愛媛県告示第１１４９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

停止を命じた
営 業 の 範 囲

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－２３）
第０１３５３９号

平成２３年
１０月４日

有限会社
滝平工務
店

滝平 裕作 北宇和郡鬼北町大
字清延１７１番地

平成２５年
１０月８日

建設業の営業の
全部

平成２５年１０月８
日から平成２５年
１０月１０日まで
（３日間）

有限会社滝平工務店は、同社
車庫及び資材置場の隣接地にお
いて、ベニヤ板等約１００キログ
ラムの廃材を焼却していた。
そのため、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律違反により、
宇和島簡易裁判所から平成２５年
７月２５日付けで同社が罰金５０万
円、同社代表取締役が罰金３０万
円の略式命令を受け、同年８月
２日にその刑が確定している。

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８２９
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公 告

地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３５１度１５分１４秒、９５．５５メートルの地

点

Ｅ点は、Ｄ点から真北８１度１３分２４秒、２６２．０７メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１７５度０６分０２秒、５２．７４メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１９０度４５分３３秒、９．７９メートルの地

点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２０５度５３分０３秒、３７．５２メートルの地

点

ウ 面積

２４，３３０．１５平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 埋立免許年月日

平成２５年１０月８日

�������
�愛媛県告示第１１５１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、今治市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（畑寺地区 確定測量）

２ 作業期間 平成２５年１０月１８日から

平成２６年３月１４日まで

３ 作業地域 今治市玉川町畑寺、高野

�������
�愛媛県告示第１１５２号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土木設計積算システム用機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

プリンタ８台、複合機１９台（搬入、据付、撤去、調整、保守

一式を含む）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２６年２月１日から平成３１年１月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

�愛媛県告示第１１５３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１１５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

アビリティーセンター
株式会社

愛媛県新居浜市坂井町
二丁目３番１７号

介護職員初
任者研修課
程

平成２５年
１０月８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第３０号

平成２５年１０月９日
伊予市宮下字岡�１７６６番９

松山市土居田町８３３番地１

セジュール和泉�Ａ２０２号
水 木 雄 太

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒甲１８２３番５から

同町下須戒甲１８５０番地先まで
平成２５年１０月１８日

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８３０



監 査 公 表

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに、要求する仕様の機器を確実に納入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 営業種別「その他」営業種目「レンタル・リース」又は、営

業種別「文具・事務用機器類」営業種目「事務機器」について

平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加

する資格を有すると認められ、かつ「特定調達参加希望」の登

録をしている者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県土木部管理局土木管理課技術企画室システム管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２６４９

� 入札書の受領期限

平成２５年１１月２７日（水）午前１０時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２５年１１月２７日（水）午前１０時００分

愛媛県庁第二別館５階土木部入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２５年１１月１５日（金）午後５時１５分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： printer

８ units，multifunction printer１９ units

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２７ November２０１３

� For further informat ion， please contact： System

Administration Section，Technology and Planning Office，

Public Works Administration Division，Administration

Subdepartment，Public Works Department，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２６４９

�公表第１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２５年１０月１８日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 平成２５年８月２７日

人 事 課 平成２５年８月２７日

市 町 振 興 課 平成２５年８月２７日

私 学 文 書 課 平成２５年８月２１日

財 政 課 平成２５年８月２９日

行 革 分 権 課 平成２５年８月２９日

税 務 課 平成２５年８月２９日

総 合 政 策 課 平成２５年８月７日

秘 書 課 平成２５年８月７日

広 報 広 聴 課 平成２５年８月７日

統 計 課 平成２５年８月８日

情 報 政 策 課 平成２５年８月１２日

地 域 政 策 課 平成２５年８月７日

交 通 対 策 課 平成２５年８月７日

文 化 ・ ス ポ ー ツ 振 興 課 平成２５年８月７日
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国 体 総 務 企 画 課 平成２５年８月５日

国 体 運 営 調 整 課 平成２５年８月５日

国 体 競 技 準 備 課 平成２５年８月５日

県 民 生 活 課 平成２５年８月９日

男 女 参 画 ・ 県 民 協 働 課 平成２５年８月９日

人 権 対 策 課 平成２５年８月９日

消 防 防 災 安 全 課 平成２５年８月５日

危 機 管 理 課 平成２５年８月５日

原 子 力 安 全 対 策 課 平成２５年８月５日

環 境 政 策 課 平成２５年８月５日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成２５年８月５日

自 然 保 護 課 平成２５年８月５日

保 健 福 祉 課 平成２５年８月３０日

医 療 対 策 課 平成２５年８月３０日

健 康 増 進 課 平成２５年８月２１日

薬 務 衛 生 課 平成２５年８月２１日

子 育 て 支 援 課 平成２５年８月２１日

障 害 福 祉 課 平成２５年８月２１日

長 寿 介 護 課 平成２５年８月２０日

産 業 政 策 課 平成２５年８月８日

企 業 立 地 課 平成２５年８月８日

観 光 物 産 課 平成２５年８月８日

国 際 交 流 課 平成２５年８月８日

労 政 雇 用 課 平成２５年８月８日

産 業 創 出 課 平成２５年８月９日

経 営 支 援 課 平成２５年８月９日

農 政 課 平成２５年８月２８日

農 業 経 済 課 平成２５年８月２８日

ブ ラ ン ド 戦 略 課 平成２５年８月２８日

農 地 整 備 課 平成２５年８月２６日

農 産 園 芸 課 平成２５年８月２６日

畜 産 課 平成２５年８月２６日

林 業 政 策 課 平成２５年８月２９日

森 林 整 備 課 平成２５年８月２９日

漁 政 課 平成２５年８月２８日

水 産 課 平成２５年８月２８日

漁 港 課 平成２５年８月２８日

土 木 管 理 課 平成２５年８月２０日

用 地 課 平成２５年８月２０日

河 川 課 平成２５年８月２６日

水 資 源 対 策 課 平成２５年８月２６日

港 湾 海 岸 課 平成２５年８月２６日

砂 防 課 平成２５年８月２６日

道 路 建 設 課 平成２５年８月２７日

道 路 維 持 課 平成２５年８月２７日

都 市 計 画 課 平成２５年８月２７日

都 市 整 備 課 平成２５年８月２７日

建 築 住 宅 課 平成２５年８月２０日

出 納 局 平成２５年８月２０日

人 事 委 員 会 事 務 局 平成２５年８月２１日

議 会 事 務 局 平成２５年８月８日

監 査 事 務 局 平成２５年８月３０日

労 働 委 員 会 事 務 局 平成２５年８月３０日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の代執行費用徴収金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ６者 ５７，３９３，１８３ 平成２４年度決
算による

（循環型社会推進課）

２ 生活安定資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ４８，２５０，５００ ４８，２５０，５００

２３年度 ０ ４８，４８３，８８０ ４８，４８３，８８０ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ △２３３，３８０ △２３３，３８０

（保健福祉課）

３ 収入未済の低所得世帯子弟就学奨励補助金返納金について、適切に

債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１１年度 １者 ２３，０００ 平成２４年度決
算による

（保健福祉課）

４ 看護職員修学資金貸付金償還金について、納期限内の収入確保に努

めるとともに、収入未済金を適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度、２３年度
及び２４年度 ２者 １，４２２，０００ 平成２４年度決

算による

（医療対策課）

５ 児童扶養手当返還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の

縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ３３３，０８０ ２，２３９，３９０ ２，５７２，４７０

２３年度 １２５，１６０ ２，３１７，６７０ ２，４４２，８３０ 金額は各年度の決算による

差引増減 ２０７，９２０ △７８，２８０ １２９，６４０

（子育て支援課）

６ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金償還

金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努め

られたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １７，１２５，３５１ ２１０，５１８，５４６ ２２７，６４３，８９７

２３年度 １８，８８５，４２７ １９５，３２３，８０９ ２１４，２０９，２３６ 金額は各年度の決算による

差引増減 △１，７６０，０７６ １５，１９４，７３７ １３，４３４，６６１

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ８９５，６５３ １９，９７８，４７５ ２０，８７４，１２８

２３年度 ８９５，８５４ １９，７８０，４２１ ２０，６７６，２７５ 金額は各年度の決算による

差引増減 △２０１ １９８，０５４ １９７，８５３

（子育て支援課）

７ 収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度及び２０年度 １者 ３４０，０００ 平成２４年度決
算による

（障害福祉課）

８ 収入未済の企業立地促進事業費補助金返還金について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ３４，７９６，０００ 平成２４年度決
算による

（企業立地課）

９ 収入未済の地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１４年度～１８年度 ２者 ５２，２００ 平成２４年度決
算による

（労政雇用課）

１０ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、繊維

工業構造改善資金貸付金償還金、設備近代化資金貸付金償還金及び

施設共同化資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ９５８，９４２，５３０ ９５８，９４２，５３０

２３年度 ０ ９５８，９４２，５３０ ９５８，９４２，５３０ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ ０ ０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ２０６，３３５，９４９ ２０６，３３５，９４９

２３年度 ０ ２０６，８６８，９３３ ２０６，８６８，９３３ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ △５３２，９８４ △５３２，９８４

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ５，３８０，０００ ５，３８０，０００

２３年度 ０ ５，３８０，０００ ５，３８０，０００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ ０ ０

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

２３年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ ０ ０

（経営支援課）

１１ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １３，０７１，０００ ４３，８３９，９４７ ５６，９１０，９４７

２３年度 ９，３８４，０００ ３７，７２３，２９７ ４７，１０７，２９７ 金額は各年度の決算による

差引増減 ３，６８７，０００ ６，１１６，６５０ ９，８０３，６５０

（林業政策課）

１２ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１５年度～１６年度
及び

１９年度～２１年度
４者 １，５８３，７４８ 平成２４年度決

算による

（林業政策課）

１３ 県有林経営事業特別会計については、昭和５９年度以降歳入不足額が

生じ、毎年度繰上充用の措置が講じられているところであるが、平

成２４年度末の歳入不足額は２２億８，８５６万円と、前年度より３，３９２万円

増加しており、さらに、平成２４年度の木材価格は県営林経営改善計

画策定当時（平成１１年度）の６割以下にまで下落していることから、

今後の健全な経営に向けてより一層の努力が望まれる。

（森林整備課）

１４ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ０ ２，３８５，０００ ２，３８５，０００

２３年度 １，０００，０００ １，４００，０００ ２，４００，０００ 金額は各年度の決算による

差引増減 △１，０００，０００ ９８５，０００ △１５，０００

（漁政課）

１５ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 ９６９，５１７ 平成２４年度決
算による

（漁政課）
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３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金償還

金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ９，５４２，７４４ １７，６４９，０６９ ２７，１９１，８１３

２３年度 ６，７６３，５４６ １３，７２８，０７４ ２０，４９１，６２０ 金額は各年度の決算による

差引増減 ２，７７９，１９８ ３，９２０，９９５ ６，７００，１９３

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ２７２，５１６ １，１５１，１４０ １，４２３，６５６

２３年度 ３２３，６４４ ８４８，７６８ １，１７２，４１２ 金額は各年度の決算による

差引増減 △５１，１２８ ３０２，３７２ ２５１，２４４

（健康福祉環境部）

４ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，７６８，５００ ６，２１８，３００ ７，９８６，８００

２３年度 ５，９８０，５００ ５，５１９，９００ １１，５００，４００ 金額は各年度の決算による

差引増減 △４，２１２，０００ ６９８，４００ △３，５１３，６００

（建設部）

５ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 １１５，６８８ 平成２４年度決
算による

（建設部）

６ 職員（１名）の住居手当について、支給要件の喪失に伴う手続を怠

っていたため、計２３０，５００円（平成１９年１１月から平成２５年４月までの

６６か月分）が過支給となっていた。 （建設部）

７ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ５５０，５００ ３，４５６，６００ ４，００７，１００

２３年度 ６１６，３００ ３，５８０，４００ ４，１９６，７００ 金額は各年度の決算による

差引増減 △６５，８００ △１２３，８００ △１８９，６００

（今治土木事務所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２５年７月２４日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２５年７月２４日

１６ 住宅貸付損害金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，３１４，６４５ ３４，８７５，６２３ ３６，１９０，２６８

２３年度 １，３５３，４１０ ３３，５２２，２１３ ３４，８７５，６２３ 金額は各年度の決算による

差引増減 △３８，７６５ １，３５３，４１０ １，３１４，６４５

（建築住宅課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２５年７月９日、
平成２５年７月１０日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２５年７月９日、
平成２５年７月１０日

四 国 中 央 保 健 所 平成２５年７月９日

産 業 経 済 部 平成２５年７月１０日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２５年７月１０日

建 設 部 平成２５年７月９日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 平成２５年７月９日

今 治 土 木 事 務 所 平成２５年７月１０日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２５年７月９日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２５年７月９日

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２５年７月１０日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２５年７月１０日

出 納 室 平成２５年７月９日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ３３５，７０１，８３７ ８６４，４１３，００９ １，２００，１１４，８４６

２３年度 ４６８，４５５，７１２ ９９３，８９３，８６１ １，４６２，３４９，５７３
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１３２，７５３，８７５ △１２９，４８０，８５２ △２６２，２３４，７２７

（総務企画部）

２ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ２４，０００ ２９０，５０５ ３１４，５０５

２３年度 ６４，４８５ ２３６，０２０ ３００，５０５ 金額は各年度の決算による

差引増減 △４０，４８５ ５４，４８５ １４，０００

（健康福祉環境部）
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５ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ７，７３５，３０７ ４７，４５５，８７０ ５５，１９１，１７７

２３年度 ９，０５０，６００ ４６，４０８，６７０ ５５，４５９，２７０ 金額は各年度の決算による

差引増減 △１，３１５，２９３ １，０４７，２００ △２６８，０９３

（建設部）

６ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ５８，０００ 平成２４年度決
算による

（建設部）

７ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

２１年度及び２２年度 ２者 ８３，０４４ 平成２４年度決
算による

（建設部）

８ 収入未済の道路占用料（過小徴収金に伴うもの。）について、適切

に債権管理されたい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ５４０ 平成２４年度決
算による

（建設部）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２５年７月１６日、
平成２５年７月２６日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２５年７月１６日、
平成２５年７月２６日

産 業 経 済 部 平成２５年７月１６日、
平成２５年７月２６日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２５年７月１６日

建 設 部 平成２５年７月２６日

大 洲 土 木 事 務 所 平成２５年７月１６日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 平成２５年７月１６日

西 予 土 木 事 務 所 平成２５年７月１６日

愛 南 土 木 事 務 所 平成２５年７月２６日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２５年７月２６日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２５年７月２６日

出 納 室 平成２５年７月２６日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

産 業 経 済 部 平成２５年７月２４日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２５年７月２４日

建 設 部 平成２５年７月２４日

久 万 高 原 土 木 事 務 所 平成２５年７月２４日

出 納 室 平成２５年７月２４日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ５０３，０５７，４２５ １，６６６，８７６，１１９ ２，１６９，９３３，５４４

２３年度 ５９６，１１２，２４９ １，６０９，４８５，６８０ ２，２０５，５９７，９２９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △９３，０５４，８２４ ５７，３９０，４３９ △３５，６６４，３８５

（総務企画部）

２ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，００２，５８１ ３，４０６，０４３ ４，４０８，６２４

２３年度 １，７７８，３１９ ２，５２８，４２２ ４，３０６，７４１ 金額は各年度の決算による

差引増減 △７７５，７３８ ８７７，６２１ １０１，８８３

（健康福祉環境部）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金償還

金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，５７３，２８６ ５，０７６，８３４ ６，６５０，１２０

２３年度 １，１２１，８０１ ４，５０１，４７７ ５，６２３，２７８ 金額は各年度の決算による

差引増減 ４５１，４８５ ５７５，３５７ １，０２６，８４２

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １４９，９９４ １，５３５，６６４ １，６８５，６５８

２３年度 １１６，６６２ １，５６７，７６４ １，６８４，４２６ 金額は各年度の決算による

差引増減 ３３，３３２ △３２，１００ １，２３２

（健康福祉環境部）

４ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

１６年度 １者 ９７，０１６ 平成２４年度決
算による

（産業経済部）
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １００，４３４，９５４ ２５０，２６５，０７２ ３５０，７００，０２６

２３年度 １１１，６６９，９９３ ３２９，１６０，８１０ ４４０，８３０，８０３
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１１，２３５，０３９ △７８，８９５，７３８ △９０，１３０，７７７

（総務企画部）

２ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ２，０１５，９９３ ８，２００，４４６ １０，２１６，４３９

２３年度 １，６３６，５１４ ７，０５７，７５１ ８，６９４，２６５ 金額は各年度の決算による

差引増減 ３７９，４７９ １，１４２，６９５ １，５２２，１７４

（健康福祉環境部（地域福祉課））

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金償還

金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ５，２６２，４９３ １０，４５７，６０７ １５，７２０，１００

２３年度 ４，３３２，８３９ ７，５３９，６５２ １１，８７２，４９１ 金額は各年度の決算による

差引増減 ９２９，６５４ ２，９１７，９５５ ３，８４７，６０９

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ３１９，１１４ １，９７５，２５３ ２，２９４，３６７

２３年度 ３０１，１９０ １，７９４，１６１ ２，０９５，３５１ 金額は各年度の決算による

差引増減 １７，９２４ １８１，０９２ １９９，０１６

（健康福祉環境部）

４ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １５９，９６５ ６０４，０００ ７６３，９６５

２３年度 １３２，０００ ５４７，０００ ６７９，０００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ２７，９６５ ５７，０００ ８４，９６５

（健康福祉環境部（八幡浜支局福祉室））

５ 職員（１名）の通勤手当について、交通用具使用距離に係る認定の

誤りにより、計１２０，０００円（平成２１年４月から平成２５年３月までの４８

か月分）が過支給となっていた。 （産業経済部）

６ 賠償金（公用車事故に伴うもの。）について、適切に債権管理され

たい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 １９１，７７５ 平成２４年度決
算による

（産業経済部）

７ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ８０１，０００ １，３０５，８００ ２，１０６，８００

２３年度 ７９４，２００ １，３６８，６００ ２，１６２，８００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ６，８００ △６２，８００ △５６，０００

（建設部）

８ 収入未済の違約金（工事請負契約に伴うもの。）について、適切に

債権管理されたい。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

２０年度 １者 ４６，７２５ 平成２４年度決
算による

（大洲土木事務所）

９ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １０４，６００ ９３１，０００ １，０３５，６００

２３年度 ０ １，８７５，３００ １，８７５，３００ 金額は各年度の決算による

差引増減 １０４，６００ △９４４，３００ △８３９，７００

（八幡浜土木事務所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 平成２５年５月１３日

研 修 所 平成２５年５月１５日

消 防 学 校 平成２５年４月１９日

消 費 生 活 セ ン タ ー 平成２５年４月１９日

原 子 力 セ ン タ ー 平成２５年５月１５日

中 央 児 童 相 談 所 平成２５年４月１９日

東 予 児 童 相 談 所 平成２５年５月２１日

南 予 児 童 相 談 所 平成２５年５月２２日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 平成２５年４月９日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 平成２５年４月９日

衛 生 環 境 研 究 所 平成２５年４月１９日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 平成２５年４月１９日

看 護 専 門 学 校 平成２５年４月９日

身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 平成２５年４月９日

婦 人 相 談 所 平成２５年４月９日

知 的 障 害 者 更 生 相 談 所 平成２５年４月１９日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２５年５月１５日

え ひ め 学 園 平成２５年５月２１日

計 量 検 定 所 平成２５年４月９日

産 業 技 術 研 究 所
平成２５年４月９日、
平成２５年５月９日、
平成２５年５月１５日
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差引増減 △５１３，５６５ △１３２，２４２ △６４５，８０７

（子ども療育センター）

６ 収入未済の研修受講料（農家担い手支援塾）について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２１年度 １者 ２０，０００ 平成２４年度決
算による

（農業大学校）

７ 花き研究指導室の車両系建設機械（１台）について、労働安全衛生

法第４５条に基づく特定自主検査を平成２３年４月から平成２４年１２月ま

での２０か月の間、実施しないまま使用していた。 （農林水産研究所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 平成２５年８月９日

生 涯 学 習 課 平成２５年８月１２日

文 化 財 保 護 課 平成２５年８月１２日

保 健 体 育 課 平成２５年８月１２日

義 務 教 育 課 平成２５年８月１２日

高 校 教 育 課 平成２５年８月１２日

人 権 教 育 課 平成２５年８月１２日

特 別 支 援 教 育 課 平成２５年８月９日

中 予 教 育 事 務 所 平成２５年４月９日

東 予 教 育 事 務 所 平成２５年５月９日

南 予 教 育 事 務 所 平成２５年４月９日

総 合 教 育 セ ン タ ー 平成２５年５月１５日

総 合 科 学 博 物 館 平成２５年５月２１日

歴 史 文 化 博 物 館 平成２５年５月１５日

図 書 館 平成２５年４月９日

美 術 館 平成２５年４月９日

川 之 江 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

三 島 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

土 居 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 東 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 西 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 南 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 平成２５年１月１６日

西 条 高 等 学 校 平成２５年１月１６日

西 条 農 業 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

小 松 高 等 学 校 平成２５年１月１６日

東 予 高 等 学 校 平成２５年１月１７日

丹 原 高 等 学 校 平成２５年１月１７日

今 治 西 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

今 治 南 高 等 学 校 平成２５年１月１６日

今 治 北 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

今 治 工 業 高 等 学 校 平成２５年１月１６日

伯 方 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 高 等 技 術 専 門 校 平成２５年５月２１日

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成２５年５月２１日

松 山 高 等 技 術 専 門 校 平成２５年４月９日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 平成２５年４月９日

大 阪 事 務 所 平成２５年４月９日

病 害 虫 防 除 所 平成２５年４月１９日

農 業 大 学 校 平成２５年５月２１日

農 林 水 産 研 究 所
平成２５年４月９日、
平成２５年４月１９日、
平成２５年５月２１日、
平成２５年５月２２日

家 畜 病 性 鑑 定 所 平成２５年４月９日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ５，９８９，５００ ２６，６４３，１２０ ３２，６３２，６２０

２３年度 ４，９９４，２９０ ３４，８７８，３５３ ３９，８７２，６４３ 金額は各年度の決算による

差引増減 ９９５，２１０ △８，２３５，２３３ △７，２４０，０２３

（中央児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ２，４７８，１９０ ７，７１７，０３８ １０，１９５，２２８

２３年度 ２，１４１，０００ ７，９１１，１５８ １０，０５２，１５８ 金額は各年度の決算による

差引増減 ３３７，１９０ △１９４，１２０ １４３，０７０

（東予児童相談所）

３ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

及び相手車両の毀損があり、県に多額の損害を与えた。

（東予児童相談所）

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，６３６，６２０ ２，９８８，７６０ ４，６２５，３８０

２３年度 １，１６６，０６０ ３，２６２，５４０ ４，４２８，６００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ４７０，５６０ △２７３，７８０ １９６，７８０

（南予児童相談所）

５ 子ども療育センター利用料金については、納期限内の収入確保に努

めるとともに、滞納繰越額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，０３５，０４７ ３，１１７，３７９ ４，１５２，４２６

２３年度 １，５４８，６１２ ３，２４９，６２１ ４，７９８，２３３ 金額は各年度の決算による
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弓 削 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

北 条 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

松 山 東 高 等 学 校 平成２５年１月１６日

松 山 南 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

松 山 北 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

松 山 中 央 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

松 山 工 業 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

松 山 商 業 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

東 温 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

上 浮 穴 高 等 学 校 平成２５年１月１７日

小 田 高 等 学 校 平成２５年１月１７日

伊 予 農 業 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

伊 予 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

中 山 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

大 洲 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

大 洲 農 業 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

長 浜 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

内 子 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

八 幡 浜 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

川 之 石 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

三 崎 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

三 瓶 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

宇 和 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

野 村 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

宇 和 島 東 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

吉 田 高 等 学 校 平成２４年１２月１７日

三 間 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

北 宇 和 高 等 学 校 平成２５年１月１５日

津 島 高 等 学 校 平成２５年１月１８日

南 宇 和 高 等 学 校 平成２５年１月１８日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 平成２５年１月１７日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 平成２４年１２月１７日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 平成２４年１２月１７日

松 山 盲 学 校 平成２４年１２月１７日

松 山 聾 学 校 平成２４年１２月１７日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 平成２４年１２月１７日

み な ら 特 別 支 援 学 校 平成２４年１２月１７日

今 治 特 別 支 援 学 校 平成２５年１月１７日

宇 和 特 別 支 援 学 校 平成２４年１２月１７日

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 平成２４年１２月１７日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ４６，３９４，０００ ６５，８６０，４００ １１２，２５４，４００

２３年度 ３８，１１６，０００ ４３，５５６，４００ ８１，６７２，４００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ８，２７８，０００ ２２，３０４，０００ ３０，５８２，０００

（教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ４８，６６２，４８２ ４１７，１３２，３６０ ４６５，７９４，８４２

２３年度 ５１，１９４，３９５ ３７８，７７９，７６７ ４２９，９７４，１６２ 金額は各年度の決算による

差引増減 △２，５３１，９１３ ３８，３５２，５９３ ３５，８２０，６８０

（人権教育課）

３ 生産品（サツマイモ）について、書面による意思決定の前に、販売

委託先への引渡しその他の処分をしていた。 （今治特別支援学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成２５年９月２日

四 国 中 央 警 察 署 平成２５年２月７日

新 居 浜 警 察 署 平成２５年２月６日

西 条 警 察 署 平成２５年２月７日

西 条 西 警 察 署 平成２５年２月６日

今 治 警 察 署 平成２５年２月１２日

伯 方 警 察 署 平成２５年２月６日

松 山 東 警 察 署 平成２５年２月１２日

松 山 西 警 察 署 平成２５年２月６日

松 山 南 警 察 署 平成２５年２月１２日

久 万 高 原 警 察 署 平成２５年２月６日

伊 予 警 察 署 平成２５年２月７日

大 洲 警 察 署 平成２５年２月６日

八 幡 浜 警 察 署 平成２５年２月７日

西 予 警 察 署 平成２５年２月６日

宇 和 島 警 察 署 平成２５年２月６日

愛 南 警 察 署 平成２５年２月１２日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ２，９３７，０００ １０，８９８，７６３ １３，８３５，７６３

２３年度 ５，１１５，０００ １３，０３９，７６３ １８，１５４，７６３ 金額は各年度の決算による
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したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、給水能力に見合う契約給水

量の確保により経営成績自体は安定している。

しかしながら、実績給水率（契約給水量に対する実績給水量の比

率）は上昇傾向にはあるものの、依然として低調であることから、

給水契約の維持や新規需要の開拓など、事業の安定を持続させるた

めの取組が望まれる。

また、西条地区工業用水道事業については、前年度を上回る純利

益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると２２６億円の

借入残高があるなど、依然として厳しい財政状態にあることから、

引き続き企業立地の促進等による新規需要の開拓等に努力を払われ

たい。

附帯事業（土地造成事業）については、当年度の売却実績はなく、

依然として未処分地約１２万㎡を有しており、今後とも早期売却等に

努められたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き努め

られたい。 （平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 １，０１７，４１５ ０ １，０１７，４１５

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ２，６３０，５９３ ０ ２，６３０，５９３

２ 病院事業

� 経営成績について、当年度の純利益は、前年度を３億９，９４８万円

上回る１９億２，７６０万円を計上しており、三島病院の譲渡のほか、新

居浜病院及び中央病院の７対１看護体制や、中央病院のＤＰＣ（診

断群分類包括評価）制度の導入など、第３次財政健全化計画に基づ

く各種施策に取り組んだ成果が見られるところである。

しかしながら、累積欠損金は１８３億円余にのぼり、一般会計等か

らの長期借入金１０５億円及び企業債の借入残高３４２億円と合わせ依然

として厳しい財政状態が続いており、引き続き経営健全化に取り組

まれたい。

� 廃止された三島病院及び北宇和病院に係る個人医業未収金及び医

業外未収金について、早期回収に、引き続き努められたい。

（平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

計
�＋�

旧三島病院 ２１，６６２，６９５ ６９，５３０ ２１，７３２，２２５

旧北宇和病院 ６，３７２，４２０ ８９７，３７３ ７，２６９，７９３

計 ２８，０３５，１１５ ９６６，９０３ ２９，００２，０１８

� 個人医業未収金の納期到来分３５６，２６８，５５３円（過年度未収金２９８，９

５２，９５０円、現年度未収金５７，３１５，６０３円）について、早期回収に、一

層努められたい。 （中央病院）

� 医業外未収金の納期到来分３，３９６，１７２円（過年度未収金１，２５７，４６２

円、現年度未収金２，１３８，７１０円）について、早期回収に、より一層

努められたい。 （中央病院）

� 個人医業未収金の納期到来分７１，６２０，１５３円（過年度未収金５４，０５９

，８９１円、現年度未収金１７，５６０，２６２円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。 （今治病院）

� 医業外未収金の納期到来分２１３，４７０円（過年度未収金１３６，５４０円、

現年度未収金７６，９３０円）について、早期回収に、より一層努められ

たい。 （今治病院）

	 個人医業未収金の納期到来分４１，０４６，２０８円（過年度未収金３６，４６１

，３０８円、現年度未収金４，５８４，９００円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。 （南宇和病院）

差引増減 △２，１７８，０００ △２，１４１，０００ △４，３１９，０００

（警察本部）

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの。）について、納期限内の収入確保

と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ６００，９００ ２，３３０，４００ ２，９３１，３００

２３年度 １，３２９，３００ ２，１６２，０００ ３，４９１，３００ 金額は各年度の決算による

差引増減 △７２８，４００ １６８，４００ △５６０，０００

（警察本部）

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度及び１９年度 ２者 ８０９，０００ 平成２４年度決
算による

（警察本部）

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両及び相手車両等の毀損があった。 （警察本部）

５ 職員の不注意により警察車両による交通事故が発生（７件）し、当

該車両の毀損があった。 （新居浜警察署）

６ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度、２４年度 １者 ７９９，９３１ 平成２４年度決
算による

（今治警察署）

７ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、相手方

への被害並びに当該車両及び相手方の車両の毀損があった。

（松山東警察署）

８ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両及び相手方の車両の毀損があった。 （松山西警察署）

９ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ３２５，０００ 平成２４年度決
算による

（宇和島警察署）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成２５年６月１２日

発 電 工 水 課 平成２５年６月１２日

県 立 病 院 課 平成２５年６月１２日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成２５年６月１１日

今治地区工業用水道管理事務所 平成２５年６月１１日

西条地区工業用水道管理事務所 平成２５年６月７日

中 央 病 院 平成２５年６月１２日

今 治 病 院 平成２５年６月１１日

南 宇 和 病 院 平成２５年６月７日

新 居 浜 病 院 平成２５年６月７日

（監査の結果）

平成２４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第４号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 医業外未収金の納期到来分１２３，２４０円（過年度未収金１１４，５７０円、

現年度未収金８，６７０円）について、早期回収に、引き続き努められ

たい。 （南宇和病院）

� 個人医業未収金の納期到来分６１，１１８，７８４円（過年度未収金４９，１７９

，８５６円、現年度未収金１１，９３８，９２８円）について、早期回収に、一層

努められたい。 （新居浜病院）

� 医業外未収金の納期到来分３２７，４４７円（過年度未収金２０５，２９０円、

現年度未収金１２２，１５７円）について、早期回収に、より一層努めら

れたい。 （新居浜病院）

� 職員（１名）の通勤手当について、認定の誤りにより、計２００，９４

７円（平成２２年４月から平成２５年４月までの３７か月分）が過支給と

なっていた。 （新居浜病院）

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

川之江高

等学校

３年 普通科 ９２０ 省略 川之江高

等学校

３年 普通科 ９６０ 省略

三島高等 ３年 普通科 ７２０ 三島高等 ３年 普通科 ７２０

学校 商業科 １２０ 学校 商業科 １２０

情報デ

ザイン

科

４０

省略 省略

新居浜東 ３年 普通科 ９２０ 新居浜東 ３年 普通科 ９６０

高等学校 高等学校

省略 省略

今治北高 ３年 普通科 ６００ 今治北高 ３年 普通科 ６００

等学校 商業科 １２０ 等学校 商業科 １２０

事務科 ４０ 事務科 ８０

情報処

理科

４０ 情報処

理科

８０

情報ビ

ジネス

科

８０ 情報ビ

ジネス

科

４０

省略 省略

北条高等

学校

３年 総合学

科

８００ 北条高等

学校

３年 総合学

科

８４０

省略 省略

砥部分校 ３年 デザイ

ン科

１６０ 砥部分校 ３年 デザイ

ン科

２００

省略 省略

大洲農業 ３年 生産科 １２０ 大洲農業 ３年 生産科 １２０
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高等学校 学科 高等学校 学科

食品化

学科

８０ 食品化

学科

１２０

生活科

学科

８０ 生活科

学科

１２０

食品デ

ザイン

科

４０

省略 省略

八幡浜高 ３年 普通科 ４８０ 省略 八幡浜高 ３年 普通科 ４８０ 省略

等学校 商業科 ２４０ 等学校 商業科 ２４０

情報ビ

ジネス

科

４０

八幡浜工

業高等学

校

３年 機械科 ８０ 八幡浜工

業高等学

校

３年 機械科 １２０

機械土

木工学

科

４０

電気技

術科

１２０ 電気技

術科

１２０

土木科 ８０ 土木科 １２０

省略 省略

宇和高等 ３年 普通科 ２４０ 宇和高等 ３年 普通科 ２８０

学校 生物工

学科

１２０ 学校 生物工

学科

１２０

省略 省略

宇和島東 ３年 普通科 ４００ 省略 宇和島東 ３年 普通科 ４４０ 省略

高等学校 理数科 １２０ 高等学校 理数科 １２０

商業科 ２４０ 商業科 ２４０

情報ビ

ジネス

科

１２０ 情報ビ

ジネス

科

１２０

省略 省略

吉田高等 ３年 普通科 ２４０ 吉田高等 ３年 普通科 ２４０

学校 学校 機械科 ４０

機械建

築工学

科

１２０ 機械建

築工学

科

８０

電気電

子科

１２０ 電気電

子科

１２０

建築科 ４０

省略 省略

津島高等

学校

３年 普通科 ２８０ 津島高等

学校

３年 普通科 ３２０

省略 省略

備考 省略

別表第４（第４条関係）

備考 省略

別表第４（第４条関係）

学校名

学校

が行

う教

育の

対象

者

部
修業

年限
学科

生徒定

員
学校名

学校

が行

う教

育の

対象

者

部
修業

年限
学科

生徒定

員

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８４１



附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成２６年度における第１学年の入学定員は、当

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
全日制の課程

学科 入学定員

川之江高等学校 普通科 ２８０

新居浜東高等学校 普通科 ２８０

今治北高等学校 情報ビジネス科 ４０

北条高等学校 総合学科 ２４０

砥部分校 デザイン科 ４０

大洲農業高等学校 食品デザイン科 ４０

八幡浜工業高等学校 機械土木工学科 ４０

宇和島東高等学校 普通科 １２０

津島高等学校 普通科 ８０

（高等学校の入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学校名
全日制の課程

備考
学科

大洲農業高等学校 食品化学科 平成２６年度から生徒募集を停止

生活科学科 同

八幡浜工業高等学校 機械科 同

土木科 同

（特別支援学校の入学定員の特例）

４ 別表第４備考本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の高等部の学科については、平成２６年度における第１学年の入学定員は、

当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
学校が行う教

育の対象者
部 学科 入学定員

新居浜特別支援 知的障害者 高等部 本科 普通科 ２４

学校 産業科 ８

省略 省略

松山城北分校 知的 高

等

部

本科 ３年 普通科 ２４ 松山城北分校 知的 高

等

部

本科 ３年 普通科 １６

障害

者

産業科 ２４ 障害

者

産業科 １６

省略 省略

新居浜特別支 知的 省略 新居浜特別支 知的 省略

援学校 障害

者

高

等

部

本科 ３年 普通科 ５６ 援学校 障害

者

高

等

部

本科 ３年 普通科 ４８

産業科 １６ 産業科 ８

備考 省略 備考 省略
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第６号
平成２６年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成２５年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

平成２６年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成２６年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成２６年度県立高等学校の第１学年の募集定員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の小学科

について、一括して募集すること（以下「くくり募集」という。）

ができる。

また、理数科については、普通科とのくくり募集ができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによ

る。

第３ 一般入学者選抜

１ 実施学科

平成２６年度入学者の募集を行う全日制の課程及び定時制の課

程の全ての学科について実施する。

２ 募集人員

一般入学の募集人員は、全日制の課程にあっては当該学科の

募集定員から当該学科の推薦入学確約者数を差し引いた数と、

定時制の課程にあっては当該学科の募集定員とする。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

ア 平成２６年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学

校（以下「中学校等」という。）を卒業する見込みの者又

は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

イ 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 出願期間

ア 出願期間は、平成２６年２月１９日（水）午前９時から同月

２５日（火）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日

を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２５日（火）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

イ 保護者の転勤に伴う子女の県外からの出願については、

�の志願変更期間中も出願することができる。
� 出願制限

ア 入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は課程に出願

することはできない。

イ 入学志願者は、次の�又は�に該当する場合を除いては、
二つ以上の学科に出願することはできない。

� 同一学校、同一課程の農業、工業、商業又は水産に関

する各学科のいずれかに属する二つの小学科を志望する

場合で、当該小学科のうち一つの小学科を第２志望とす

るとき。この場合において、くくり募集をする小学科に

あっては、当該募集の単位をもって一つの小学科とみな

す。

� 理数科に出願する場合で、当該県立高等学校の普通科

を第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に入学選考料（全日制の課程２，

２００円、定時制の課程９５０円）に相当する愛媛県収入証紙を

貼付し、受検票を添え、在籍又は出身の中学校等又は中等

教育学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在

籍及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合にあっ

ては、直接）、志願先の高等学校の校長（以下「志願先高

等学校長」という。）に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に愛

媛県県立高等学校入学志願理由書を添えて志願先高等学

校長に提出しなければならない。ただし、志願変更期間

中における保護者の転勤に伴う子女の県外からの出願に

ついては、愛媛県県立高等学校入学志願理由書に代えて、

保護者の転勤に伴う子女の入学志願許可申請書を志願先

高等学校長に提出しなければならない。

� 高等学校長は、入学志願理由書又は入学志願許可申請

書の提出があった場合は、志願の理由が適当と認められ

た者について、出願期間中（保護者の転勤に伴う子女の

志願変更期間中の出願にあっては、志願変更期間中）に、

県外からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提出し、

承認を受けるものとする。

ウ 中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断さ

れる者が志願する場合には、平成２６年１月１４日（火）まで

に学力検査に関する特別措置願を志願先高等学校長に提出

するものとする。

高等学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２６年１月２１日（火）までに教育長に提出し、協

議するものとする。

エ 中学校等又は中等教育学校において年間３０日以上の長期

欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由

等を記載した自己申告書（厳封すること。）を入学願書に

添え、志願先高等学校長に提出することができる。

オ 海外帰国子女としての扱いを希望する場合の手続は、次

のとおりとする。

� 海外帰国子女としての扱いを希望する者は、平成２６年

１月１４日（火）までに海外帰国子女取扱措置願を志願先

高等学校長に提出しなければならない。ただし、やむを

得ない事情で、期限内に提出ができない場合は、その事
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情を記した事由書を添えて提出するものとする。

� 高等学校長は、海外帰国子女取扱措置願の提出があっ

た場合は、その写しを平成２６年１月２１日（火）までに教

育長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験

等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し講ずべき措

置について協議するものとする。

� 海外帰国子女とは、保護者とともに県内に住所を有す

る者又は入学日までに県内に住所を有する予定の者で、

帰国後の期間（帰国した日から平成２６年２月１８日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における

在住期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるも

のをいう。ただし、保護者が引き続き海外に居住する場

合は、県内に保護者に代わる身元引受人がいる者に限る。

� 志願変更

出願手続を終えた者で、学校、課程又は学科の志願変更を

希望するものは、平成２６年２月２６日（水）午前９時から同年

３月４日（火）正午までの間に、いずれの学校、いずれの課

程、いずれの学科へでも１回に限り志願変更をすることがで

きる。この場合において、定時制の課程から全日制の課程へ

志願変更をするときは、入学選考料の不足額（１，２５０円）に

相当する愛媛県収入証紙を添えなければならない。

志願変更の受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前

９時から午後４時まで（同年３月４日（火）にあっては、午

前９時から正午まで）とする。

４ 報告書

� 中学校長は、次の報告書を、平成２６年２月２６日（水）午前

９時から同年３月４日（火）正午までの間に、志願先高等学

校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 学習成績等一覧表

� 中学校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出でき

ないときは、その事情を記した事由書及び当該報告書に代わ

る参考資料を提出するものとする。

� 志願先高等学校長は、報告書の内容について、必要があれ

ば中学校長に説明を求めることができる。

５ 学力検査等

� 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

ア 検査教科

� 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

� 定時制の課程

国語並びに社会、数学、理科及び英語のうちから入学

志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 検査問題

平成２６年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学

力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及

び合格者の発表の日について（平成２５年５月２４日愛媛県教

育委員会公告）１�イに定めるところによる。
� 実技テスト

今治工業高等学校繊維デザイン科及び松山南高等学校砥部

分校デザイン科（以下「工業に関するデザイン科」という。）

の入学志願者（当該学科を第２志望とする者を含む。�にお

いて同じ。）に対して、実技テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 面接

ア 入学志願者全員に対して、面接を行う。

イ 工業に関するデザイン科の入学志願者の面接は、実技テ

スト終了後に行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

平成２６年
３月１１日（火）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３０ 国 語

１０：４５～１１：１０ 国 語（作文）

１１：２５～１２：１５ 理 科

１２：１５～１３：１０ （昼 食）

１３：１５～１４：０５ 社 会

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３５ 数 学

平成２６年
３月１２日（水）

１０：５０～１１：５０ 英 語

１１：５０～１２：５０ （昼 食）

１３：００～
面 接

（工業に関するデザイン科
にあっては、実技テスト
（３０分）終了後に面接）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 入学者の選抜方法

� 高等学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び実

技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を

踏まえて、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。

� 合格者の決定は、次の方法による。

ア 全日制の課程

� 学力検査の成績は、各教科５０点満点とし、合計２５０点

満点とする。ただし、理数科及び総合学科については、

傾斜配点を実施することができる。この場合において、

理数科にあっては数学と理科の得点を、総合学科にあっ

ては５教科の中で得点が高い２教科の得点を１．５倍して、

それぞれ７５点満点とし、検査を実施する５教科の合計を

３００点満点とする。

� 調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１学年か

ら第３学年までにおいて履修した必修教科の評定の合計

をいう。以下同じ。）は、１３５点満点とする。

� 調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及

び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定

めるものとする。

� 次の第１選抜及び第２選抜の順に選抜し、合格者を決

定する。ただし、入学志願者数が募集人員を下回ってい

る場合は、ａ及びｂ中「募集人員」とあるのは、「入学

志願者数」と読み替えるものとする。

ａ 第１選抜

調査書点が上位から募集人員の９０パーセント程度以
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内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び実技

テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜

する。この場合において、農業、工業、商業又は水産

に関する各学科及び理数科にあっては、当該学科を第

１志望とする者を対象とする。

ｂ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかった全ての者を対象に、学

力検査の成績に基づく得点（以下「Ａ」という。）、

調査書点に基づく得点（以下「Ｂ」という。）、調査

書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実

技テストの評価に基づく得点（以下「Ｃ」という。）

を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選抜す

る。この場合において、農業、工業、商業又は水産に

関する各学科及び理数科を置く高等学校における普通

科の第２選抜については、当該学科を第２志望とする

者も対象に含むものとする。

Ａ、Ｂ及びＣの合計は５００点満点とする。また、Ａ、

Ｂ及びＣの満点の比率は、Ａは３から６までの、Ｂ及

びＣは２から４までの範囲の整数とし、Ａ、Ｂ及びＣ

の満点の比率の合計が１０となるように高等学校長が当

該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若し

くは実技テストの結果のいずれかにより成業の見込み

がないと判断した場合には、合格者としない。

おって、具体的な得点の算出方法は次の表のとおり。

【普通科、専門学科（理数科を
除く。）】

【理数科、総合学科】

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３２５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３３００１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に 又は を乗じてＡを、調査書点に

を乗じてＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除

すること（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるもの
とする。）。

＜普通科の算出例＞
普通科でＡ、Ｂ、Ｃの満点の比率をそれぞれ６、２、
２とした場合

Ａ＝学力検査の成績× （３００点満点）

Ｂ＝調査書点× （１００点満点）

Ｃ＝調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面
接及び実技テストの評価の得点を換算（１００点満
点）

５０x
２５０

５０x
３００

５０y
１３５

３００
２５０

１００
１３５

イ 定時制の課程

� 学力検査の成績は、検査を実施する３教科とも５０点満

点とし、合計１５０点満点とする。

� 調査書点は、１３５点満点とする。

� 合格者の決定方法は、全日制の課程に準ずる。ただし、

高等学校長の判断により、第１選抜を行わず、第２選抜

の方法のみによって全ての合格者を決定することができ

る。

また、第２選抜のＡ、Ｂ及びＣの満点の比率及び得点

については全日制の課程に準ずるものとし、高等学校長

が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

第２選抜における具体的な得点の算出方法は、次の表

のとおり。

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３１５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に を乗じてＡを、調査書点に を乗じ

てＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除すること
（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。）。

５０x
１５０

５０y
１３５

� 全日制の課程における普通科の通学区域外からの入学志願

者については、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

第４条の規定に従って選抜する。

� 海外帰国子女の入学志願者で、第３の３�オ�の協議にお
いて措置を講ずる必要があると認められたものについては、

�及び�にかかわらず、高等学校長は、当該協議に基づき、
当該高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。この場合において、当該高等学

校の第１学年の学級数を限度とする員数については、募集定

員を超えることができるものとする。

� 入学志願者から提出された自己申告書については、記載さ

れた内容によって不利が生ずることのないよう、選抜に際し

て入学志願者を理解するための補助資料として扱うものとす

る。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２６年３月１８日（火）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

� 学力検査の得点等については、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

口頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２６年

３月１８日（火）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日（以下「休日」という。）を除く日の午前

９時（平成２６年３月１８日（火）にあっては、午前１０時）から

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８４５



午後５時（夜間定時制課程にあっては、午後９時）までの間

に、志願先の高等学校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書点並びに学力検査の教科別得点及びその合計得点

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

平成２６年度入学者の募集を行う全日制の課程の全ての学科に

ついて実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科及び理数科にあっては当該学

科の募集定員の５パーセントから１５パーセントまで程度の範囲

内で、職業教育を主とする学科及び総合学科にあっては当該学

科の募集定員の２０パーセントから３０パーセントまで程度の範囲

内で、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公

表する。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

ア 推薦入学を志願できる者は、平成２６年３月末日までに県

内の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前

期課程を修了する見込みの者であって、次の要件の全てに

該当し、かつ、在籍の中学校等又は中等教育学校の校長

（以下「在籍中学校長」という。）が推薦するものとする。

� 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適

切であること。

� 当該高等学校・学科に適性及び興味・関心を有するこ

と。

� 人物が優れていること。

� 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科にお

ける学習活動に成果が期待できること。

� 次の要件のいずれかに該当すること。

ａ 特別活動において優れた実績を有すること。

ｂ 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のう

ち、いずれかの分野において、熱心な活動が見られる

こと又は優れた成果を上げていること。

ｃ 理数科又は職業教育を主とする学科を志願する者に

あっては、調査書の各教科の学習の記録のうち、それ

ぞれの学科に関連した教科において秀でていること。

イ 出願資格の詳細については、高等学校長が、当該高等学

校の教育目標、学科の特色、地域性等を十分考慮して定め

るものとする。

� 出願期間

出願期間は、平成２６年１月２１日（火）午前９時から同月２８

日（火）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月２８日（火）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

推薦入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は学科に出

願することはできない。ただし、くくり募集をする学科にあ

っては、当該募集の単位をもって学科とみなす。

� 出願手続

ア 在籍中学校長は、推薦に当たっては、在籍中学校長を委

員長とする推薦委員会を設け、適切な推薦入学志願者を決

定するものとする。

イ 県内の中学校等又は中等教育学校において推薦入学志願

者として認められた者は、推薦入学願書に入学選考料（２，

２００円）に相当する愛媛県収入証紙を貼付し、推薦入学受

検票及び自己アピール書とともに、在籍中学校長に提出し

なければならない。

ウ 在籍中学校長は、推薦入学願書、推薦入学受検票及び自

己アピール書を報告書とともに、出願期間内に志願先高等

学校長に提出するものとする。

４ 報告書

在籍中学校長から志願先高等学校長に提出する報告書は次の

とおりとする。

ア 調査書

イ 推薦書

５ 作文、小論文、面接及び集団討論等

� 作文、小論文、面接及び集団討論

推薦入学志願者全員に対して、作文及び小論文のうちから

少なくとも一つ並びに面接及び集団討論のうちから少なくと

も一つの合わせて二つ以上を行う。

なお、作文、小論文、面接及び集団討論の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テスト

工業に関するデザイン科の推薦入学志願者に対して、実技

テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 学力検査

学力検査は、行わない。

� 期日及び日程

期 日 時 間 作文・小論文、面接・集団討論
等

平成２６年
２月７日（金）

９：００～ 点呼・受検上の注意

点呼・受検上
の注意終了後 作文・小論文

作文・小論文
終了後

面接・集団討論
（工業に関するデザイン科にあ
っては、実技テスト（３０分）終
了後に面接・集団討論）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 推薦入学者の選抜方法

高等学校長は、自己アピール書、報告書並びに作文、小論文、

面接、集団討論及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学

校、学科等の特色を踏まえて総合的に判定し、推薦入学者を選

抜する。

７ 合格内定者の通知

� 高等学校長は、平成２６年２月１３日（木）午前１０時から同月

１７日（月）正午までの間に、選抜の結果を推薦入学者選抜結

果通知書により在籍中学校長に通知する。

� 在籍中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確

約書の用紙を交付するものとする。
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� 合格内定通知書の交付を受けた者は、在籍中学校長を通じ、

入学確約書を平成２６年２月２０日（木）正午までに志願先高等

学校長に提出しなければならない。

８ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２６年３月１８日（火）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

第５ 定時制の課程の第２次募集

１ 実施学科

平成２６年３月１１日（火）及び１２日（水）に実施した一般入学

者選抜（以下「第１次募集」という。）における合格者数が募

集定員に満たない定時制の課程の学科について、第２次募集を

行うものとする。

２ 募集人員

募集定員から第１次募集における合格者数を差し引いた数を

第２次募集の募集人員とし、平成２６年３月１８日（火）午前１０時

に、当該高等学校に掲示する。

３ 出願

� 出願資格

第３の３�に定める出願資格を有する者とする。
� 出願期間

出願期間は、平成２６年３月１９日（水）午前９時から同月２７

日（木）正午までとし、受付時間は、土曜日、日曜日及び休

日を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２７日（木）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限及び出願手続

第１次募集の場合に準ずる。

� 志願変更

志願変更は、できないものとする。

４ 報告書

第１次募集の場合に準ずる。ただし、提出期間は、平成２６年

３月１９日（水）午前９時から同月２７日（木）正午までとし、学

習成績等一覧表は、提出を要しない。

５ 学力検査等

第１次募集の場合に準ずる。ただし、学力検査及び面接の実

施期日並びに日程は、次による。

期 日 時 間 教 科 等

平成２６年
４月２日（水）

９：３０～１０：００ 点呼・受検上の注意

１０：１５～１０：４５ 国 語

１１：００～１２：００ 社会・数学・理科・英語の
うち２教科を選択受検

１２：００～１３：００ （昼 食）

１３：１０～ 面 接

６ 入学者の選抜方法

第１次募集の場合に準ずる。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２６年４月３日（木）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

第６ その他

１ 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

２ 出願に関して、虚偽又は不正等の事実が判明した場合は、高

等学校長は、当該生徒の合格又は入学許可を取り消すものとす

る。

３ この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第７号
平成２６年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成２５年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

平成２６年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成２６年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成２６年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成２６年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成２６年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者で、教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願期間

出願期間は、平成２５年１２月１３日（金）午前９時から同月１９日

（木）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の

午前９時から午後４時まで（同月１９日（木）にあっては、午前９

時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

５ 出願手続

� 入学志願者は、入学志願書に入学選考料（２，２００円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、入学志願理由書、受検票及び入

学予定者選考結果通知用の返信用封筒（長形３号とし、必ず宛

先を明記して８０円切手を貼ること。）を添え、在籍する小学校

等の校長（以下「小学校長」という。）を経て、志願先の中等

教育学校の校長（以下「志願先中等教育学校長」という。）に

提出しなければならない。

� 入学志願者は、二つ以上の県立中等教育学校に出願すること

はできない。

� 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

ア 県外からの入学志願者は、�により提出する書類に県外か
らの入学志願事由書を添えて志願先中等教育学校長に提出し

なければならない。

イ 志願先中等教育学校長は、志願の事由が適当と認められた

者について、出願期間中に、県外からの入学志願受付承認願
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２部を教育長に提出し、承認を受けるものとする。

� 小学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される

者が志願する場合には、平成２５年１２月６日（金）までに作文、

適性検査及び面接に関する特別措置願を志願先中等教育学校長

に提出するものとする。

中等教育学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２５年１２月１２日（木）までに教育長に提出し、協議す

るものとする。

� 海外帰国子女としての扱いを希望する場合の手続は、次のと

おりとする。

ア 海外帰国子女としての扱いを希望する者は、平成２５年１２月

６日（金）までに海外帰国子女取扱措置願を志願先中等教育

学校長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事

情で、期限内に提出ができない場合は、その事情を記した事

由書を添えて提出するものとする。

イ 中等教育学校長は、海外帰国子女取扱措置願の提出があっ

た場合は、その写しを平成２５年１２月１２日（木）までに教育長

に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験等の事情

を勘案し、適性検査の実施等に関し講ずべき措置について協

議するものとする。

ウ 海外帰国子女とは、保護者とともに県内に住所を有する者

又は平成２６年４月１日までに県内に住所を有する予定の者で、

帰国後の期間（帰国した日から平成２５年１２月１２日までの期間

をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における在住期間

が、帰国時から遡り継続して１年以上であるものをいう。た

だし、保護者が引き続き海外に居住する場合は、県内に保護

者に代わる身元引受人がいる者に限る。

６ 志願者数の状況等の公表

中等教育学校長は、出願期間中、その学校の募集人員及び志願

者数の状況を、学校のホームページに掲載し、及び学校の適当な

場所に掲示するものとする。

７ 調査書の提出

� 小学校長は、調査書を平成２５年１２月２６日（木）から同月２７日

（金）まで又は平成２６年１月６日（月）の午前９時から午後４

時までの間に、志願先中等教育学校長に提出するものとする。

� 小学校長は、やむを得ない事情で調査書を提出できないとき

は、その事情を記した事由書及び当該調査書に代わる参考資料

を提出するものとする。

� 志願先中等教育学校長は、調査書の内容について、必要があ

れば小学校長に説明を求めることができる。

８ 受検票の交付

中等教育学校長は、平成２５年１２月２６日（木）から平成２６年１月

６日（月）までの間に、受検番号等を記入した受検票を小学校長

を通じて入学志願者に交付する。

９ 作文、適性検査及び面接

入学志願者全員に対して、次により作文、適性検査及び面接を

行う。

� 作文

作文の字数は、６００字程度とする。

� 適性検査

入学志願者の多様な個性や能力などの優れた面を評価すると

ともに、関心・意欲・態度・社会性など学びへの姿勢を問うも

のとする。

� 面接

入学志願者全員に対して、グループ面接を行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 検 査 等

平成２６年
１月９日（木）

８：５０ 集 合
（志願先中等教育学校体育館）

９：００～９：２５ 点呼、受検上の注意

９：４０～１０：３０ 作 文

１０：５０～１１：５０ 適 性 検 査

１１：５０～１２：４０ （昼 食）

１２：４０～ 面 接

� 検査場

検査場は、志願先の中等教育学校とする。

� 受検に当たっての留意事項

ア 作文、適性検査及び面接とも、開始５分前までに入室する

こととし、その開始の時刻までに入室しない者は、原則とし

てその時間の検査等を受検できないものとする。

イ 当日の持参品は、次のとおりとする。

受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消し

ゴム、定規、下敷き（無地）、弁当

ウ イの持参品以外のもの（計算・翻訳・通信等の機能をもっ

た物品等）の検査場への持込みは、禁止する。

１０ 入学予定者の選考

中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに作文、適性

検査及び面接の結果を資料として、当該中等教育学校の特色を踏

まえ、入学志願者の意欲や適性等を総合的に判断して、入学予定

者を選考する。

� 調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の取扱いについ

ては、次の方法により行うものとする。

ア 調査書の記録の評価は、５０点満点とし、評価方法等につい

ては、中等教育学校長が定める。

イ 作文、適性検査及び面接の評価は、それぞれ５０点満点とす

る。

� 入学志願理由書については、記載された内容によって不利が

生ずることのないよう、選考に際して入学志願者を理解するた

めの補助資料として扱うものとする。

� 通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立中等教

育学校の通学区域に関する規則第４条の規定に従って選考する。

� 海外帰国子女の入学志願者で、５�イの協議において措置を
講ずる必要があると認められたものについては、�にかかわら
ず、中等教育学校長は、当該協議に基づき、入学志願者の意欲

や適性等を総合的に判断して、入学予定者を選考する。

１１ 入学予定者の発表

� 入学予定者の発表は、平成２６年１月１６日（木）午前９時に、

当該中等教育学校において、受検番号を掲示して行う。

� 中等教育学校長は、平成２６年１月１６日（木）午前９時から同

月２０日（月）正午までの間に、入学予定者の選考結果を入学志

願者及び関係小学校長に通知するとともに、入学確約書の用紙

を入学予定者に配布する。

１２ 選考結果の口頭による開示請求

� 選考結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛

媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭により開

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８４８



示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２６年１

月１６日（木）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを

確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規

定する休日を除く日の午前８時３０分（１月１６日（木）にあって

は、午前９時）から午後５時までの間に、志願先の中等教育学

校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の得点

１３ 入学予定者の手続等

� 入学予定者の手続

ア 入学確約書の提出

入学予定者の保護者は、当該入学予定者の受検票を持参の

上、入学確約書を志願先中等教育学校長に提出しなければな

らない。入学確約書の提出期間は、平成２６年１月１６日（木）

の入学予定者の発表後から同月２３日（木）午後４時まで（受

付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前９時から午後４

時まで）とし、この期間に提出がない場合には、入学の意思

がないものとして取り扱うものとする。

イ 入学予定者証明書の交付

中等教育学校長は、入学予定者の保護者から入学確約書の

提出があった場合、直ちに入学予定者証明書を交付するもの

とする。

また、中等教育学校長は、入学予定者の保護者に対し、入

学予定者の住所の存する市町村（一部事務組合を含む。以下

同じ。）の教育委員会に、入学予定者を県立中等教育学校へ

就学させる旨を、交付された入学予定者証明書を添えて届け

出るよう、文書により周知するものとする。

ウ 入学の辞退

保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学予定者が入

学を辞退しようとする場合、その保護者は、速やかに、入学

辞退届に当該入学予定者の受検票（入学予定者証明書を市町

村の教育委員会へ提出していない場合は入学予定者証明書を

含む。）を添えて、志願先中等教育学校長に提出しなければ

ならない。

� 入学予定者の欠員の補充

ア 中等教育学校長は、入学辞退その他の理由により入学予定

者に欠員を生じた場合には、その都度、あらかじめ定めた補

欠入学予定者を、優先順位の上位から順に、入学の意思を確

認の上、入学予定者とする。この場合において、入学意思の

確認は、関係小学校長を経て行うものとする。

イ 欠員の補充を実施する期間は、平成２６年３月３１日（月）ま

でとする。

ウ 欠員の補充の手続は、�の入学予定者の手続に準じて行う。
この場合において、中等教育学校長は、当該手続等について

関係小学校長を経て通知するものとする。

１４ その他

� 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

� 出願に関して、虚偽又は不正等の事実が判明した場合は、中

等教育学校長は、当該児童に係る入学予定者の決定又は入学許

可を取り消すものとする。

� この要項に定めるもののほか、入学者選考に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第８号
平成２６年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を

次のように定める。

平成２５年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

平成２６年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要

項

平成２６年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

第１ 募集人員

平成２６年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別表のとおりとする。

第２ 本科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号）第２２条の３の表に定める程度の者で、

次のいずれかに該当するものとする。

ア 平成２６年３月末日までに特別支援学校の中学部若しくは

中学校（以下「中学部等」という。）を卒業する見込みの

者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者

� 出願期間

入学願書の提出期間は、平成２６年１月２７日（月）から２月

７日（金）までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く

日の午前９時から午後４時まで（２月７日（金）にあっては、

午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

ア 入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障害部門

への出願をすることはできない。

イ 入学志願者は、次の�から�のいずれかに該当する場合
を除いては、２以上の学科への出願をすることはできない。

� ２以上の学科を設置する県立特別支援学校（みなら特

別支援学校及び松山城北分校を除く。）の学科を志望す

る場合で、当該校の他の学科を第２志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の産業科を第１

志望及び第２志望とする場合で、みなら特別支援学校及

び松山城北分校の普通科を第３志望及び第４志望とする

とき。

� みなら特別支援学校又は松山城北分校の産業科を第１

志望とする場合で、みなら特別支援学校及び松山城北分

校の普通科を第２志望及び第３志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の普通科を第１

志望及び第２志望とするとき。
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� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の中学部等又は中等教育学校の校長（以下「在籍中学部

等校長」という。）を経て（在籍及び出身の中学部等及び

中等教育学校のない場合にあっては、直接）、志願先の特

別支援学校の校長（以下「志願先校長」という。）に提出

しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入

学志願理由書を添えて志願先校長に提出しなければなら

ない。

� 志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、

志願の理由が適当と認められた者について、速やかに県

外からの入学志願者受付承認願２部を愛媛県教育委員会

教育長（以下「教育長」という。）に提出し、承認を受

けるものとする。

２ 報告書

� 在籍中学部等校長は、次の報告書を、平成２６年２月１０日

（月）午前９時から同月１７日（月）午後４時までの間に、志

願先校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍

中学部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

普通科以外の学科の入学志願者に対して、次により学力検査

を行う。

� 検査教科

当該特別支援学校の校長（以下「特別支援学校長」という。）

が、学校の実態に応じて決定する。

� 検査問題

平成２６年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２５年５月２４日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成２６年３月６日（木）とし、その日程につ

いては、特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、特別支援学校長が学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

５ 入学者の選抜方法

特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び

適性検査の結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえ

て、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して

入学者を選抜する。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２６年３月２０日（木）午前１０時に、当該

特別支援学校（松山城北分校にあっては、みなら特別支援学校）

において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

� 学力検査の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平

成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口

頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２６年

３月２０日（木）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日を除く日の午前９時（３月２０日（木）にあ

っては、午前１０時）から午後５時までに、志願先の特別支援

学校（志願先が松山城北分校の場合にあっては、みなら特別

支援学校）で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

学力検査の教科別得点とその合計得点

第３ 専攻科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令第２２

条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当するも

のとする。

ア 平成２６年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学

校又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業

する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある

と認められる者

� 出願期間

本科入学者選抜の場合に準ずる。

� 高等部本科との併願

入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科

を第２志望とすることができる。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の高等部等の校長（以下「在籍高等部等校長」という。）

を経て（在籍及び出身の高等部等のない場合にあっては、

直接）、松山盲学校長に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ずる。

愛 媛 県 報平成２５年１０月１８日 第２５１４号

８５０



公営企業告示

２ 報告書

� 在籍高等部等校長は、次の報告書に、入学志願者の卒業証

明書又は卒業見込み証明書を添えて、平成２６年２月１０日（月）

午前９時から同月１７日（月）午後４時までに、松山盲学校長

に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在

籍高等部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

� 検査教科

松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 検査問題

平成２６年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２５年５月２４日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成２６年３月６日（木）とし、その日程につ

いては、松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める

学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

５ 入学者の選抜方法

松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して入学者を選抜す

る。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２６年３月２０日（木）午前１０時に、松山

盲学校において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

本科入学者選抜の場合に準ずる。

第４ その他

この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、

教育長が定める。

別表 平成２６年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学定員

学 校 名 学 科 名 入学定員

本 科
普 通 科 ８

松 山 盲 学 校 保健理療科 ８

専 攻 科 理 療 科 ８

ろう

松 山 聾 学 校 本 科
普 通 科 ８

理 容 科 ８

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 ２４

み な ら 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

み な ら 特 別 支 援 学 校
松 山 城 北 分 校 本 科

普 通 科 ８

産 業 科 ８

今 治 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 聴 覚 障 害 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 知 的 障 害 部 門 ） 本 科

普 通 科 ３０

産 業 科 １６

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ２４

産 業 科 ８

計 ２９８

�愛媛県公営企業告示第１３号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年１０月１８日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立今治病院医療情報システム
導入事業
（賃借料総額／県立今治病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年１０月９日
富士通グループ
代表企業 富士通株式
会社松山支店
松山市永代町１３番地

６６５，９５０，２１５円 総合評価一般競
争入札 平成２５年７月２６日

平成２５年１０月１８日 発行
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